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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 １９９９年（平成１１年）に「男女共同参画社会基本法」（以下、基本法という）が施行され、

男女共同参画社会を実現するための基本理念と国、国民、地方公共団体の責務が明らかにさ

れました。男女共同参画社会とは、すべての人が個人として尊重され、性別に関わりなく自己の

能力を自らの意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責任を負う

社会です。 

行橋市においても、１９９９年（平成１１年）に「行橋市男女共同参画プラン（第１次）」を策定、

２００３年（平成１５年）に「行橋市男女共同参画を推進する条例」を制定し、これまで男女共同

参画社会の実現に向けて取り組んできました。２０２３年（令和５年）の市民意識調査によれば、

固定的な性別役割分担意識について『同感しない』人がこの５年間で増加しており、性別役割

分担意識は解消されている傾向がみられます。しかしながら、社会全体では男性の方が優遇さ

れていると考える人は約７割にのぼっています。また、家庭や政治、社会通念、慣習、しきたり、地

域活動等多くの場において女性は男性より不平等と感じていることから、男女共同参画社会の

実現に向けて依然として多くの課題が残されています。 

そこで、行橋市における男女共同参画社会の形成をいっそう進めるために、現在のプランを見

直し新たな施策を盛り込んで、今後１０年間の「第４次行橋市男女共同参画プラン」を策定しま

す。 

  

２ 計画の背景 

(１)世界の動き 

国際連合が１９７５年（昭和５０年）を「国際婦人年」とし、１９７６年（昭和５１年）から 1985

年（昭和６０年）までを「国連婦人の１０年」と定め、１９７９年（昭和５４年）には「女子に対する

あらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（以下、女子差別撤廃条約という）を採択し、女性の

地位向上に向けた世界的な取組が進んできました。１９９５年（平成７年）に北京で開催された

「第４回世界女性会議」では、「女性の権利は人権である」と謳われ、その後の女性政策の国

際的な指針となっている「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。 

２０１１年（平成２３年）には、ＵＮ Ｗｏｍｅｎが、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのた

めの国連機関として活動を始めました。２０１５年(平成２７年)には、国連サミットで採択されたＳ

ＤＧｓ（「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」）において、２０３０年

（令和１２年）までに、政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ

効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保することが掲げられました。 

2023年（令和５年）に日本でＧ７サミットが開催され、Ｇ７の方向性及び行動として、ジェンダ

ー平等と全ての女性と女児のエンパワーメントに関する「日光声明」を採択しました。 

 

 



 

 

 (２)日本の動き 

わが国でも、日本国憲法において人権尊重や男女平等について定めており、国際社会の動き

に対応し、１９７５年（昭和５０年）に婦人問題企画推進本部を設置し、１９７７年（昭和５２年）に

は、「国内行動計画」を策定しています。 

１９８０年（昭和５５年）には、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律」（以下、男女雇用機会均等法という）の制定など法制度の整備を行い、１９８５年

（昭和６０年）に「女子差別撤廃条約」を批准しました。これに基づき１９９９年（平成１１年）に

「男女共同参画社会基本法」（以下、基本法という）が施行されました。その後は「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」や「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律」（以下、ＤＶ防止法という）などが制定され、その後も改正

が重ねられ、女性の権利擁護に向けた法整備を進めてきました。さらに、「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律」（以下、女性活躍推進法という）、「政治分野における男女共同

参画の推進に関する法律」（以下、候補者男女均等法という）など新たな法律が施行され、多

様な課題に対する新たな取組が職業分野や政治分野にも求められています。 

また、２０１８年（平成３０年）には、「働き方改革関連法」が成立し、労働時間法制の見直しな

どが順次行われ、男性の働き方を見直してワーク・ライフ・バランスを推進する体制が整備されて

きました。２０２０年（令和２年）には新しい課題への取組を体系的に進める「第５次男女共同参

画基本計画」が策定されました。 

２０２３年（令和５年）には刑法が改正され不同意性交等罪が新設され、性暴力への防止と

対策の強化が進みました。２０２４年（令和６年）には「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」（以下、困難女性支援法という）が施行され、男女の経済格差などジェンダーに基づ

く生活課題の解決に向けた市町村の取組が求められています。 

しかしながら、各国における男女間の格差を測る国際的な指数の一つである「ジェンダー・ギ

ャップ指数」は、２０２４年（令和６年）では１４６か国中１１８位と低い位置にとどまり、特に「政治」

と「経済」分野の順位が低くなっており、諸外国に比べ女性の参画が大きく遅れています。 

２０２４年（令和６年）１０月には、女子差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女子差別

撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）から、２０１６年（平成２８年）以来６回目の勧告を受け、男女差別の解

消と平等が依然として実現できていない日本の状況を改善し条約の理念を尊重することが求め

られました。 

 

(３)福岡県の動き 

福岡県では、２００１年（平成１３年）には、「福岡県男女共同参画推進条例」が制定されまし

た。この条例に基づき、同年「福岡県男女共同参画計画」が策定され、その後改定を重ね、２０２

１年(令和３年)には「第５次福岡県男女共同参画計画」が策定されています。また、同年に策定

された「第４次福岡県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」では、

面前ＤＶへの対応など児童虐待対応とのさらなる連携強化とともに若年層や男性に向けた啓発

の推進に取り組んでいます。また、２０１９年（平成３１年）３月には「福岡県における性暴力を根

絶し、性被害から県民等を守るための条例」が公布され、性暴力の根絶及び被害者の支援に

関し、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」と連携しながら、被害者への総合的な支援や性

暴力防止に向けた啓発など、全国に先駆けた先進的な取組を進めてきました。 
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２０２４年（令和６年）３月には、困難女性支援法に基づき、ＤＶや性暴力などに起因した困難

を抱える女性への支援策に関する基本的な事項を定めた「福岡県困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する基本計画」を策定し、関係機関や市町村との連携を進めようとしています。 

 

 

３ 行橋市における男女共同参画社会に関する取組 

行橋市では、１９９９年（平成１１年）に「行橋市男女共同参画プラン（第１次）」を策定し、男

女共同参画行政の様々な取組を始めました。２００３年（平成１５年）に男女共同参画推進にあ

たっての基本理念を定め、市・市民・事業者それぞれの責務を明らかにした「行橋市男女共同

参画を推進する条例」(以下、行橋市条例という)を制定し、２００４年（平成１６年）４月より施行

しました。この条例に基づき「行橋市男女共同参画審議会」ならびに「行橋市男女共同参画苦

情処理委員」が設置され、２００５年（平成１７年）３月、「第２次行橋市男女共同参画プラン」を

策定しました。このプランでは、拠点施設の整備を最優先課題とし、２００５年（平成１７年）に行

橋市男女共同参画センターる～ぷるを開設しました。また、同年１１月に福岡県内で６番目に

「男女共同参画都市宣言」を行いました。 

２０１５年（平成２７年）３月に「第３次行橋市男女共同参画プラン」を策定し、事業者や男性

に向けたワーク・ライフ・バランス推進に関する啓発事業をはじめとして、様々な取組を進めてきま

した。２０１９年（令和元年）には、後期計画策定に向け、「男女共同参画に関する市民意識調

査」を実施し、その結果や行橋市の現状を踏まえながら、行橋市男女共同参画審議会を中心に

協議を進め、同年度に後期計画を策定しました。 

２０２０年（令和２年）以降、行橋市男女共同参画センターる～ぷるを中心に男女共同参画に

関する啓発や就業支援の講座など様々な取組を進めてきました。 

２０２４年(令和６年)は、第３次プランの最終年に当たり、「男女共同参画に関する市民意識

調査」を実施し、その結果と第３次プランの進捗状況等を把握し、新たな法や制度等の社会情

勢を踏まえて、「第４次行橋市男女共同参画プラン」を策定しました。 

本計画は、今後５年間の行橋市における男女共同参画推進の指針となるもので、より実現性

のある計画として策定しました。 

 

 

 

 



 

 

行橋市における男女共同参画推進行政の取組経緯 

 

1996 年（平成８年） 

●秘書企画課に「女性相談室」を設置し、女性政策担当部署とする 

●市長から行橋市女性問題懇話会へ計画策定について諮問  

 

1997 年（平成９年） 

●行橋市女性問題懇話会が「行橋市民の女性に関する市民意識調査」実施  

●女性ネットワーク「行橋女性会議」（現：行橋男女共同参画ネット）発足  

 

1998 年（平成 10 年） 

●行橋市女性問題懇話会から市長へ計画策定について答申  

 

1999 年（平成 11 年） 

●「女性行政推進会議」（庁内推進体制／議長：助役）設置  

●「行橋市男女共同参画プラン（第１次）」策定  

 

2000 年（平成 12 年） 

●「行橋市男女共同参画推進会議」設置 

 

2001 年（平成 13 年） 

●秘書企画課「女性相談室」を「女性政策室」へ変更  

 

2002 年（平成 14 年） 

●秘書企画課に「男女共同参画係」設置 

●市長から男女共同参画推進会議へ条例制定について諮問 

 

2003 年（平成 15 年） 

●第２回「行橋市男女共同参画に関する市民意識調査」実施  

●行橋市男女共同参画推進会議から市長へ条例素案答申  

●「行橋市男女共同参画を推進する条例」可決・公布  

 

2004 年（平成 16 年） 

●「行橋市男女共同参画を推進する条例」施行  

●「行橋市男女共同参画苦情処理委員」設置  

●男女共同参画研修参加補助金交付要綱制定 

●「福岡県女性研修の翼」参加補助金交付要綱制定 

●「行橋市男女共同参画審議会」設置 

●市長から行橋市男女共同参画審議会へ基本計画について諮問  
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●行橋市男女共同参画審議会から市長へ基本計画について答申  

●「男女共同参画推進本部」（庁内推進体制／本部長：市長）設置  

 

2005 年（平成 17 年） 

●「第２次行橋市男女共同参画プラン」策定（平成１７年～２６年） 

●人権男女共同参画課に「男女共同参画係」設置  

●行橋市男女共同参画センターる～ぷる設置 

●市民企画講座助成金交付要綱制定 

●女性模擬議会「ゆくはし“she”議会」開催 

●「行橋市男女共同参画宣言都市」記念式典開催（内閣府と共催）  

 

2006 年（平成 18 年） 

●女性人材バンク設置・募集 

 

2010 年（平成 22 年） 

●「第２次行橋市男女共同参画プラン」策定（後期計画／平成２２年～２６年） 

●第２回女性模擬議会「ゆくはし“she”議会」開催 

 

2014 年（平成 26 年） 

●「行橋市男女共同参画を推進する条例」施行１０周年記念式典開催 

●人権男女共同参画課から総合政策課に所管変更  

●第３回「行橋市男女共同参画に関する市民意識調査」実施  

●市長から行橋市男女共同参画審議会へ基本計画について諮問  

●行橋市男女共同参画審議会から市長へ基本計画について答申  

●「第３次行橋市男女共同参画プラン」策定（平成２７年～３６年） 

 

2019 年（令和元年） 

●第４回「行橋市男女共同参画に関する市民意識調査」実施  

●市長から行橋市男女共同参画審議会へ基本計画について諮問  

●行橋市男女共同参画審議会から市長へ基本計画について答申  

●「第３次行橋市男女共同参画プラン」策定（後期計画／令和２年～６年） 

 

2024 年（令和６年） 

●第５回「行橋市男女共同参画に関する市民意識調査」実施  

●市長から行橋市男女共同参画審議会へ基本計画について諮問  

●行橋市男女共同参画審議会から市長へ基本計画について答申  

●「第４次行橋市男女共同参画プラン」策定（令和７年～１６年） 



 

 

４ 計画の位置づけ 

（1）本計画は、２００４年（平成１６年）に制定された「行橋市男女共同参画を推進する条例」

第３条の基本理念を踏まえて、第４条の市の責務に基づき、第９条に規定する男女共同参

画推進に関する基本的な計画として策定するものです。 

（２）本計画は、以下の法律に基づく各計画として位置づけます。 

    ・「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく市町村男女共同参画計画、「行橋

市男女共同参画を推進する条例」第９条に基づく基本的計画  

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づ 

く市町村基本計画 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に基づく市町村推進

計画 

（３）本計画は、第６次行橋市総合計画ほか行橋市における関連分野の計画や条例等とも整合

性を図っています。また、ＳＤＧｓの理念を踏まえて取り組むものです。 

（４）本計画は、「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果、行橋市の男女共同参画にお

ける現状と課題や社会的動向等を踏まえた上で、行橋市男女共同参画審議会からの提

言を受けて、男女共同参画社会の実現に向けた市の総合的な施策の指針とするものです。  

 

５ 計画の期間 

本計画は、２０２５年度（令和７年度）から２０３４年度（令和１６年度）までの１０年間を計画

期間としています。中間年度である２０２９年度（令和１１年度）には、国の法律や施策の変化と

ともに社会情勢等の変化も考慮して、本計画の見直しを行います。 

今後は、本計画の進捗状況について毎年把握・点検し、公表するものとします。 
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第２章 行橋市の男女共同参画の現状 

１ 人口等の現状  

（１）総人口及び年齢３区分別人口の推移 

行橋市の総人口は、２０００年（平成１２年）では６９，７３７人でしたが、２００５年（平成１７年）

７０，０７０人、２０１０年（平成２２年）７０，４６８人、２０２０年（令和２年）７１，４２６人と徐々に増

加しています。しかしながら今後の人口をみると、２０２５年(令和７年)７０，６１４人から２０３５年

(令和１７年)には６７，５６１人まで減少すると推計されています。 

年齢３区分別の人口では、生産年齢人口（15～６４歳）は２０００年（平成１２年）以降徐々に

減少しています。一方、老年人口（６５歳以上）は年少人口（０～１４歳）を上回って増加し今後

もこの傾向が続くと推計されており、本市においても少子・高齢化が進行しています。 

 

 図表 1－１年齢３区分別人口割合の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総人口は年齢不詳人口を含むため年齢別人口の合計とは一致しない 

資料：各年国勢調査 

２０２５年以降の人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口（令和５（2023）年推計）」より 

 

(単位：人)

2000年
(平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和2年）

2025年
（令和７年）

2030年
（令和12年）

2035年
（令和17年）

0～14歳 10,925 10,321 9,807 9,592 9,417        8,909        8,214        7,742        

15～64歳 46,384 45,243 43,686 41,059 39,439      39,398      38,746      37,498      

65歳以上 12,428 14,505 16,843 19,770 21,649      22,307      22,284      22,321      

総人口 69,737 70,070 70,468 70,586 71,426      70,614      69,244      67,561      

17.8 20.7 23.9 28.1 30.6 31.6 32.2 33.0 
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（２）家族類型別一般世帯数の推移 

家族類型別一般世帯数の推移をみると、２００５年（平成１７年）には３４．０％であった「夫婦

と子ども世帯」の割合が２０２０年（令和２年）には２7.2％と減少しています。一方、「単独世帯」

の割合は、２００５年（平成１７年）21.4%から２０２０年（令和２年）には３２．８％と１１．４ポイン

ト増加しています。 

福岡県と比較すると、本市は「夫婦と子ども世帯」の割合が福岡県に比べて高く、「単独世帯」

の割合が低くなっており、子育て家庭の割合が福岡県平均より多いといえます。 

「男親・女親と子どもからなる世帯」(ひとり親世帯)は、１０％程度で推移しており、福岡県と

同じ程度で推移しています。 

 

図表 1－２家族類型別一般世帯数の推移(福岡県比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：各年国勢調査（世帯の家族類型「不詳」除く）  

 

 

※一般世帯は、その世帯員の世帯主との続柄により、次のとおり区分されます。 

●親族世帯：２人以上の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯。  

なお、その世帯に同居する非親族（住み込みの従業員など）がいる場合もここに含まれます。 

●非親族世帯：２人以上の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にあるものがいない世帯。  

●単独世帯：世帯人員が１人の世帯。 

今回は、親族世帯を４区分し、全体で６区分類型としています。 
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（３）女性の年齢階級別労働力率の推移 

２０２０年（令和２年）の女性の年齢階級別労働力率をみると、２５歳～２９歳の８０．５％をピ

ークに３０～３４歳、３５～３９歳で７割台半ばまで低下し、４０歳代から５０歳代にかけて上昇する

というＭ字型カーブを描いています。この結果から、本市においても結婚・出産期に仕事を中断

する女性が多いことがうかがえます。また、２０１５年（平成２７年）の労働力率と比較すると、すべ

ての年代で数値は上昇しています。 

福岡県全体の労働力率と比較すると、２０歳代後半から３０歳代の減少率は福岡県よりやや

低く、平成２７年の結果と比較するとこの年代の数値は上昇しており、本市で仕事を継続してい

る人がやや多くなっているという結果です。 

 

図表１－３女性の年齢階級別労働力率の推移(福岡県比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査 

 

 

 

（４）子どもがいる夫婦の共働き世帯の推移 

本市における子どもがいる夫婦の世帯数の推移をみると、２００５年（平成１７年）の１０，４９３

世帯から徐々に減少し、２０２０年（令和２年）では９，０２０世帯となっています。一方、子どもが

いる夫婦のうち共働き世帯の割合をみると、２００５年（平成１７年）の４８．４％から徐々に増加し、

２０２０年（令和２年）では５２．７％が共働き世帯となっています。 

全国、福岡県と比較すると、子どものいる共働き世帯の割合は２００５年（平成１７年）から福

岡県、全国と同程度で推移しており、子どものいる共働き世帯が徐々に増加していることがわか

ります。 
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図表１－４子どもがいる夫婦の共働き世帯割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年国勢調査 

 

（５）雇用者の従業上の地位 

本市の雇用者の従業上の地位を性別にみると、男性に比べて女性の正規の職員・従業員の

割合が２７．０ポイント低く、反対にパート・アルバイト・その他の割合は男性に比べて３１．４ポイン

ト高くなっており、この傾向は前回調査と変わらず、依然として女性に非正規の働き方が多いと

いう状況です。全国、福岡県と比較しても、同様の傾向を示しています。 

 

図表１－５雇用者の従業上の地位(全国、福岡県比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２０年（令和２年）国勢調査 
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２ 市民意識調査からみた現状 

この計画の策定にあたり、２０２４年（令和６年）７月に、行橋市内に居住する満１８歳から７９

歳までの市民２，０００人を対象に男女共同参画に関する意識と実態について、アンケート調査

を実施しました。 

 

（調査概要） 

調査対象者   行橋市内に居住する満１８歳以上の市民２，０００人 

有効回収数   ８０３人（うち WEB回答者１０１人）  

抽出方法     住民基本台帳による無作為抽出 

調査方法     調査票を郵送し、郵送及び WEB のいずれかで回答 

 

配布数（Ａ） 有効回収数（Ｂ） 有効回収率（Ｂ／Ａ） 

2,000 803 40.2％ 

 

（１）固定的性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」という考え方、いわゆる固定的性別役割分担意識を否定する割合は

男女共同参画推進の度合いを測る指数といえます。 

調査結果によると、「そう思わない」は６２．３％、「どちらかといえばそう思わない」は１８．４％

でこれらを合わせた『否定派』は８０．７％、高い割合となっています。２０１９年(令和元年)に行っ

た前回調査と比べても、否定派は男性で１３．３ポイント、女性で３．９ポイント上昇しており、本市

において固定的性別役割分担に対する意識は解消されてきたと言えます。 

 

図表２－１「男は仕事、女は家庭」という考え方について［全体、性別］（前回調査比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前
回
調
査

令
和
元
年

今
回
調
査

性
別

2.0

3.1

1.3

-

12.6

11.5

13.3
-

18.4

15.8

20.8
-

62.3

65.5

59.7

83.3

3.9

3.1

4.3

16.7

0.9

0.9

0.6

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答・該当

しない（N=6）

6.2

8.6

4.3

14.5

16.4

13.2

22.2

20.4

23.6

50.6

47.6

53.0

4.5

5.5

3.8

1.9

1.5

2.1

全 体

（N=930）

男 性

（N=322）

女 性

（N=530）

肯定派 否定派

そう

思う

どちらかと

いえばそう

思う

どちらかと

いえばそう

思わない

そう

思わない
無回答わから

ない

性
別

14.6

14.6

81.3

80.5

- 83.3

14.6 80.7

20.7

25.0

72.8

68.0

17.5 76.6



 

 

（２）男女の地位の平等感 

男女の地位の平等感については、女性はすべての項目で『男性優遇』（「男性の方が優遇さ

れている」＋「どちらかといえば男性の方が優遇されている」）の割合が男性に比べて高く、特に

「家庭生活」や「法律や制度の上」での『男性優遇』の割合は、女性が男性を２０ポイント以上

上回っており、女性の不平等感が高い項目です。 

また、「政治の場」と「社会通念・慣習・しきたり」では、男性の『男性優遇』の割合も約７割と

高く、男女とも『男性優遇』と認識しています。 

 

図表２－２－①男女の地位の平等感［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法
律
や
制
度
の

　
　
　
　
う
え

地
域
活
動
・

　
　
社
会
活
動

家
庭
生
活

職
場

学
校
教
育
の
場

政
治
の
場

性
別

性
別

14.9

8.1

19.3

33.3

35.6

28.3

41.0

16.7

31.6

42.5

24.5

16.7

6.1

8.4

4.7

-

2.0

3.4

1.1

-

7.8

8.4

7.1

33.3

1.9

0.9

2.4

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

14.9

9.0

18.9

33.3

35.6

31.7

38.6

16.7

27.5

35.4

22.1

16.7

5.4

7.5

3.9

-

1.7

3.4

0.6

-

12.6

11.5

13.3

33.3

2.2

1.6

2.6

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

2.9

2.2

3.0

16.7

11.8

7.5

15.2

-

51.1

55.0

48.7

16.7

3.2

5.0

2.1

-

0.4

0.3

0.4

-

28.3

27.6

28.3

66.7

2.4

2.5

2.1

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

40.2

30.4

47.0

66.7

35.2

39.1

32.6

-

8.6

14.3

4.9

-

1.0

1.2

0.9

-

0.2

0.6

-

-

12.5

12.7

12.0

33.3

2.2

1.6

2.6

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

男性の方が

優遇されて

いる

どちらかといえば

男性の方が

優遇されている

平等で

ある

どちらかといえば

女性の方が

優遇されている

わから

ない

女性の方が

優遇されて

いる

無回答

性
別

14.6

7.1

19.7

16.7

26.7

21.7

30.3

16.7

30.3

43.5

21.0

16.7

5.4

6.5

4.5

16.7

1.5

3.4

0.2

-

19.3

16.1

21.5

33.3

2.4

1.6

2.8

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

11.0

5.3

14.6

16.7

35.1

31.7

38.4
-

27.5

38.5

20.0

16.7

3.6

5.6

2.1

-

1.0

1.6

0.6

-

19.4

15.8

21.5

66.7

2.4

1.6

2.8

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

男性優遇
計

女性優遇
計

36.4

60.3

11.8

5.8

50.0 -

50.5 8.1

40.7

57.5

10.9

4.5

50.0 -

50.5 7.1

9.7

18.2

5.3

2.5

16.7 -

14.7 3.6

69.5

79.6

1.8

0.9

66.7 -

75.4 1.2

28.8

50.0

9.9

4.7

33.4 16.7

41.3 6.9

37.0

53.0

7.2

2.7

16.7 -

46.1 4.6
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図表２－２－②男女の地位の平等感［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）家庭における男女共同参画 

配偶者・パートナー（事実婚含む）と同居している人に、家庭内の役割分担について尋ねたと

ころ、「家計を支える」の割合は「主に夫」が６３．０%と高く、一方「炊事、洗濯、掃除などの家事」

では「主に妻」の割合が７５．３%、「家計の管理」では６２．６%と、家庭内の役割は依然として

性別で分担されているという結果でした。また、「高額商品や土地、家屋の購入決定」「家庭の

問題における最終決定」では「主に夫」が約３割あるものの、「夫・妻同程度」が半数を超えてお

り、決定の場に妻の参画が進む傾向がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社
会
全
体

社
会
通
念

、

慣
習

、
し
き
た
り

性
別

25.0

18.3

29.8

16.7

49.7

51.2

48.9

50.0

8.8

15.5

4.1
-

1.1

1.6

0.9

-

0.4

0.9

-

-

13.0

11.2

13.9

33.3

2.0

1.2

2.4

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

17.1

12.4

20.0

50.0

51.8

48.1

54.9

16.7

12.6

20.2

7.3

-

3.4

5.9

1.7

-

0.9

1.6

0.4

-

12.6

10.6

13.7

33.3

1.7

1.2

1.9

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

男性の方が

優遇されて

いる

どちらかといえば

男性の方が

優遇されている

平等で

ある

どちらかといえば

女性の方が

優遇されている

わから

ない

女性の方が

優遇されて

いる

無回答

男性優遇
計

女性優遇
計

69.5

78.7

2.5

0.9

66.7 -

74.7 1.5

60.5

74.9

7.5

2.1

66.7 -

68.9 4.3



 

 

図表２－３家庭内の役割分担［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家
計
を
支
え
る

（
生
活
費
を

稼
ぐ

）

炊
事

、
洗
濯

、
掃
除
な

ど
の
家
事

育
児

、
子
ど
も
の

し
つ
け

性
別

63.0

59.9

65.9

20.0

2.7

2.9

2.5

-

29.2

31.4

27.1

60.0

0.7

0.8

0.6

-

3.0

3.3

2.5

20.0

1.4

1.7

1.3

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

性
別

2.7

4.1

1.6

-

75.3

70.7

79.0

60.0

20.6

24.0

17.8

40.0

0.2

-

0.3

-

0.4

0.4

0.3

-

0.9

0.8

1.0

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

性
別

0.5

0.4

0.6

-

41.1

34.3

46.8

20.0

27.2

31.8

23.2

40.0

0.2

0.4

-

-

27.8

30.6

25.5

40.0

3.2

2.5

3.8

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

0.2

家
庭
の
問
題
に

お
け
る
最
終
決
定

自
治
会
・
町
内
会
な
ど

の
地
域
活
動

親
の
世
話

（
介
護

）

高
額
の
商
品
や

土
地

、
家
屋
の

購
入
決
定

性
別

34.7

29.3

39.2

20.0

6.4

7.9

5.1

20.0

51.6

55.4

48.4

60.0

0.2

-

0.3

-

5.2

6.2

4.5

-

2.0

1.2

2.5

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

性
別

35.8

38.4

33.8

20.0

18.9

14.5

22.0

40.0

28.8

32.2

26.4

20.0

0.9

0.8

1.0

-

14.1

12.4

15.3

20.0

1.6

1.7

1.6

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

性
別

2.7

4.5

1.3

-

24.7

22.3

26.8

20.0

27.6

31.4

24.8

20.0

1.2

1.7

1.0

-

41.6

38.4

43.6

60.0

2.1

1.7

2.5

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

性
別

33.1

30.6

35.0

20.0

8.7

6.6

9.9

40.0

54.1

59.5

50.6

20.0

0.2

-

0.3

-

2.7

1.7

3.2

20.0

1.2

1.7

1.0

-

全 体

（N=562）

男 性

（N=242）

女 性

（N=314）

回答しない・

該当しない（N=5）

主に夫 主に妻 夫・妻同程度 その他の

家族

該当しない・

わからない
無回答
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（４）働く場における男女共同参画 

①女性が職業をもつことについての考え方 

女性が職業をもつことについて、男女とも「ずっと職業をもっている方がよい」が６０．１%で最

も高く、男女ともに６割前後を占めています。「子どもができるまで職業をもち、あとはもたない方

がよい」（１．０％）、「女性は職業をもたない方がよい」（０．５％）などの専業主婦志向は２．４％

と少なく、女性が職業をもつことは肯定的にとらえられています。 

前回調査と比較すると「ずっと職業をもっている方がよい」は男女ともに増加しており、「子ど

もができたら職業を中断し、子どもの手がかからなくなって再びもつ方よい」という中断・再就職

は男女ともに減少しています。本市では、女性の働き方として就業継続が主流となってきていると

いえます。 

 

図表２－4 女性が職業をもつことについての考え方［全体、性別］（前回調査比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
回
調
査

前
回
調
査

令
和
元
年

60.1

61.5

58.8

83.3

0.9

1.2

0.6

-

1.0

1.9

0.4

-

29.9

25.2

33.9

-

0.5

-

0.6

16.7

5.4

7.8

3.9

-

2.2

2.5

1.7

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

ずっと職業を

もっている方が

よい

結婚するまでは

職業をもち、あとは

もたない方がよい

子どもができるまで

職業をもち、あとは

もたない方がよい

子どもができたら職業を

中断し、子どもの手が

かからなくなって再び

もつ方がよい

女性は職業を

もたない方が

よい

その他 無回答

性
別

52.5

51.4

53.2

1.4

1.8

1.1

1.6

2.0

1.3

38.5

39.0

38.1

1.0

1.5

0.6

2.7

1.5

3.6

2.4

2.8

2.1

全 体

（N=930）

男 性

（N=397）

女 性

（N=530）

性
別



 

 

②女性が職業をもち、働き続けるために必要なこと 

女性が職業をもち、働き続けるために必要なことでは、「保育所や学童クラブなど、子どもを預

けられる環境の整備」が男女ともに約７割で特に高く、現状の保育施設の充実とともに、多様な

家庭の事情に対応できる両立支援サービスの充実が求められています。 

また、男性が家事や子育て・介護に参画できるような働き方改革等、性別に関わらない労働

時間の短縮や在宅勤務制度など柔軟な働き方の推進を事業所に啓発していくことも必要です。 

 

図表２－５女性が職業をもち続けるために必要なこと［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

保育所や学童クラブなど、子どもを預けられる
環境の整備

仕事と家庭を両立できる制度を利用しやすい
職場の雰囲気づくり

職場における子育てや介護との両立支援制度
の充実

家事・子育て支援サービスの充実

介護支援サービスの充実

男性が家事・子育てに参加することへの
男性自身の意識改革

男女双方の長時間労働の改善を含めた
働き方改革

男性が家事・子育てに参加することへの周囲の
理解・意識改革

女性が働き続けることへの周囲の理解・
意識改革

女性の能力の正当な評価や管理職への積極的
な登用

子育てや介護による仕事への制約を理由とした
昇進などへの不利益な取扱いの禁止

女性が働き続けることへの女性自身の
意識改革

職業生活を続けていく上での相談窓口の充実

その他

特にない

無回答

70.1 

47.8 

38.9 

37.1 

34.7 

34.6 

29.6 

24.7 

23.5 

16.6 

13.2 

8.6 

5.2 

1.2 

1.6 

2.2 

71.4 

43.5 

32.9 

42.5 

32.3 

30.1 

30.7 

21.7 

23.0 

18.3 

10.2 

9.6 

5.3 

1.6 

2.5 

2.5 

69.5 

51.5 

43.3 

33.9 

36.7 

38.0 

29.2 

26.0 

23.8 

14.8 

14.8 

8.2 

5.4 

1.1 

0.9 

1.9 

83.3 

33.3 

16.7 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

50.0 

16.7 

33.3 

50.0 

-

-

-

16.7 

-

0 45 90 （％）

【回答は５つまで】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）
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（５）配偶者・パートナー、恋人からの暴力の経験 

この５年くらいの間で配偶者・パートナー、恋人からＤＶを受けた経験についてたずねたところ、

身体的暴力は男性５．０％、女性５．５％、精神的暴力は男性５．０％、女性８．１％、性的暴力は

男性１．５％、女性は３．５％となっています。また、これらの暴力をいずれか１つでも受けた人は男

性７．５％、女性１０．９％となっています。前回調査から、男女とも「受けたことがある」人がやや

増えており、DV防止と被害者への支援の取組がさらに求められます。 

 

図表２－６この５年間の配偶者・パートナーからの暴力の経験［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

 

なぐったり、けったり、物を投げつ
けたり、突き飛ばしたりするなど
の身体に対する暴行を受けた

人格を否定するような暴言や
交友関係を細かく監視するなどの
精神的な嫌がらせを受けた、
あるいは、自分もしくは自分の
家族に危害が加えられるのでは
ないかと恐怖を感じるような脅迫
を受けた

いやがっているのに性的な行為
を強要された、避妊に協力しない
など性的な暴力を受けた

１・２度あった 何度もあった まったくない 無回答

性
別

3.7

3.4

3.6

16.7

1.7

1.6

1.9

-

87.2

88.5

86.5

83.3

7.3

6.5

7.9

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

4.1

3.4

4.5

16.7

2.9

1.6

3.6

-

85.7

88.5

83.9

83.3

7.3

6.5

7.9

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
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0.3
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16.7

1.2

1.2

1.1

16.7

89.5

91.6

88.4

66.7

7.6

6.8

8.2

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的考え方 
 





 
 

１９ 

第
３
章 

計
画
の
基
本
的
考
え
方 

第３章 計画の基本的考え方 

１ 計画の基本理念 

行橋市では、性別にとらわれず、一人ひとりが自分自身の個性と能力を活かし、多様な生き

方を選択できるまちづくりを目指し、２００４年（平成１６年）に「行橋市男女共同参画を推進す

る条例」を制定しました。この条例では、行橋市における男女共同参画の推進に関する基本とな

る事項を定めています。 

本計画は、この条例を具体化したものであることから、条例に示した８つの基本理念に基づき

男女共同参画の推進を図ることとします。 

さらに、本計画では、この基本理念に基づき、「第３次行橋市男女共同参画プラン」（２０１９

年度（平成３１年度）～２０２４年度（令和６年度）」を踏まえて、市の将来像を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この将来像は、これまでの慣行を見直し、新たな価値観を創造し、ともに支え合い、お互いに

認め合い、市民一人ひとりが活躍できるまちを目指したものです。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

≪将来像≫ 

ともに支え 認め合い 

誰もが活躍できるまち ゆくはし 



 

２０ 

「行橋市男女共同参画を推進する条例」に掲げる基本理念 

 

１ 一人ひとりの人権を尊重 

性別に関係なく、一人の人間として、個性や能力を十分に発揮する機会が確保され

るとともに、人権が尊重されなければなりません。 

２ 社会制度・慣行についての配慮 

男は仕事、女は家庭・育児といった役割分担意識にとらわれず、さまざまな活動が

できるよう、社会の制度や慣行を見直していきましょう。 

３ 政策等の立案・決定への共同参画 

人と人が社会の対等なパートナーとして、市の政策や企業、団体などにおける方針

の立案や決定に共同して参画できるようにしましょう。 

４ 教育への配慮 

教育がまちづくりの上で果たす役割は、大変大きいものがあります。学校のみなら

ず、社会のあらゆる場面を教育とみなし、男女共同参画を学びましょう。  

５ 家庭と仕事等との両立 

お互いの協力と社会の支援によって、家事・育児・介護などの家庭生活と、地域活

動や仕事などの社会生活が両立できるようにしましょう。 

６ 性と生殖に関する健康と権利の尊重 

女性・男性それぞれがお互いの体の特徴を理解し、妊娠・出産などに関してお互い

の意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営めるようにしましょう。  

７ 少子高齢化への配慮 

安心して子育てができる環境づくりをすすめるとともに、高齢化社会の問題を解決

し、高齢者も活躍できる社会をつくりましょう。 

８ 国際的協調 

男女共同参画社会の形成は、国際的な条約や行動綱領の取り組みとしても進められ

ています。したがって、国際社会との連携や協調が重要です。 
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２ 計画の基本目標 

 本計画では、条例に基づき、将来像の実現に向けた計画的な施策の推進のために取り組むべ

き４つの基本目標を次のように定めます。 

 

 基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

固定的な性別役割分担意識にとらわれず多様な価値観や生き方への尊重は、一人ひとりが

それぞれの個性や能力を発揮し活躍できる男女共同参画社会へとつながります。これまでの社

会制度や慣行の見直しを進めるとともに、次世代を担う子どもたちが自身の可能性や関心に沿

った将来を選択できるよう、教育現場や生涯学習の場などで教育活動や意識啓発を充実させ、

あらゆる年代において男女共同参画の意識づくりを推進します。 

 

   〇施策の基本的方向１ 男女共同参画に関する意識の浸透 
  〇施策の基本的方向２ 男女共同参画教育の充実 

 

 基本目標Ⅱ だれもが平等に参画できるまちづくり 

政策や方針の決定の場において、多様な視点や立場からの意見が反映されるように、性別に

かかわらず誰もが平等に参画できるまちづくりを目指します。指導的立場にある女性リーダーの

育成や、地域・事業者などへの情報提供や啓発を通じた女性の登用促進に取り組みます。また、

多様化するニーズを踏まえ、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の整備を行います。 

 

〇施策の基本的方向１ 政策方針決定過程への女性の参画拡充 
〇施策の基本的方向２ 地域社会における男女共同参画の促進 

  

基本目標Ⅲ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

女性活躍推進法では、職業生活において女性が本来持っている能力と個性を十分に発揮で

きるよう労働環境の改善が求められています。男性の長時間労働を前提とし、既婚女性は家計

補助的な働き方を選ばざるを得ないという、高度経済成長期に形成された男性中心型労働慣

行の見直しが必要です。また、女性活躍推進法では、市町村には地域の特性を踏まえて女性活

躍に向けた施策を体系的に進める推進計画策定の努力義務が課されています。 

性別に関わりなく、家庭役割や地域活動、自己研鑽などの時間と仕事との両立ができる、ワ

ーク･ライフ･バランスを推進します。また、女性が能力を発揮でき職業生活での決定の場に参画

できるよう、事業所等に働きかけます。 

 

〇施策の基本的方向１ ワーク・ライフ・バランスの推進 
（行橋市女性活躍推進計画） 

〇施策の基本的方向２ 女性の就労支援 
（行橋市女性活躍推進計画） 

 



 

２２ 

 基本目標Ⅳ 一人ひとりが認め合い安心して暮らせるまちづくり 

男女共同参画社会の実現には、一人ひとりがお互いの人権を尊重し、認め合うことが重要で

す。性暴力や各種ハラスメントなどの性による差別的行為や人権侵害の根絶、また、性的マイノ

リティーの方々へのより一層の理解を目指し、人権教育・啓発の推進や相談体制の充実などに

取り組みます。ＤＶ防止法に基づき、ＤＶやデートＤＶについて、きめ細やかな被害者支援や防止

啓発に向けた取組を庁内外で計画的に進めます。さらに、性に関する正しい情報の提供や、人

生の各段階に応じた生涯を通じた健康支援により、心身ともに安心して暮らすことができる環境

づくりを行います。さらに、ひとり親家庭や配慮を必要とする人たちが安心して暮らせるような支

援の取組を進めます。 

 
 

〇施策の基本的方向１ あらゆる人権侵害根絶への取組 
〇施策の基本的方向２ ＤＶ対策の充実（行橋市ＤＶ防止基本計画） 
〇施策の基本的方向３ 生涯を通じた健康づくりへの支援 
〇施策の基本的方向４ 多様な人々への安全・安心な生活の支援 
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３ 計画の体系  

 

 
将来像 施策の基本的方向

(1)市民の意識を深める啓発の推進

(2)男女共同参画に関する学習機会の提供

(1)教育現場における男女共同参画の推進

(2)個性と能力に応じた進路指導の促進

(1)
地域団体における女性の方針決定過程への
参画拡充

(2)男女共同参画の視点による防災対策の推進

(1)ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

(2)ともに担う育児・介護等の支援体制の充実

(1)働く場における男女共同参画の推進

(2)女性の再就職支援策の充実

１．あらゆる人権侵害根絶への
　　取組

(1)
性暴力・ハラスメントの根絶に向けた
啓発の推進

(1)ＤＶ防止のための教育・啓発の促進

(1)ライフステージ応じた健康づくりへの支援

(2)
リプロダクティブ・ヘルス＆ライツに関する
理解の促進

(1)高齢者・障がい者への安全・安心な生活の支援

(2)多様な人々への自立支援の充実

(1)推進体制の充実

(2)計画の進行管理

(3)
行橋市役所次世代育成及び女性活躍推進行動
計画の推進

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

基本目標 基本的施策

　
と
も
に
支
え
　
認
め
合
い
　
誰
も
が
活
躍
で
き
る
ま
ち
　
ゆ
く
は
し

１．男女共同参画に関する
　　意識の浸透

２．男女共同参画教育の充実

Ⅱ
だれもが平等に
参画できる
まちづくり

１．政策方針決定過程への
　　女性の参画拡充

２．地域社会における
　　男女共同参画の促進

男女共同参画の
意識づくり

計画の推進体制

２．ＤＶ対策の充実
　（行橋市ＤＶ防止基本計画）

ともに支え合い
活躍できる環境

づくり

１．庁内推進体制 庁内推進体制(1)

２．計画の推進に関する取組

(1)各種審議会などへの女性の参画拡充

一人ひとりが
認め合い、

安心して暮らせる
まちづくり

ＤＶ相談体制と被害者の保護及び支援の充実(2)

３．生涯を通じた
　　健康づくりへの支援

１．ワーク・ライフ・バランス
　　の推進
（行橋市女性活躍推進計画）

２．女性の就労支援
（行橋市女性活躍推進計画）

４．多様な人々への安全・安心
　　な生活の支援



 

２４ 

４ 本計画とＳＤＧｓの関連性 

 ２０１５年(平成２７年)の国連サミットで採択されたＳＤＧｓでは、「誰一人取り残さない」社会の

実現をめざすことを理念として、２０３０年（令和１２年）までの国際社会全体の持続可能な開発目

標である１７のゴール（目標）を定めています。 

本市の男女共同参画の推進においても、ジェンダー平等の視点を確保し、あらゆる施策に反映

していくことが求められています。本計画の基本目標は、それぞれ以下のゴールと関連しています。 
 

■基本目標に関連しているＳＤＧｓゴール 

 

■本プランと関連するＳＤＧs ゴール 

基本目標 関連するゴール 

基本目標Ⅰ 

男女共同参画の意識づくり 

 

     

基本目標Ⅱ 

だれもが平等に参画できる 

まちづくり 

 

     

基本目標Ⅲ 

ともに支え合い活躍できる 

環境づくり 

 

     

基本目標Ⅳ 

一人ひとりが認め合い、 

安心して暮らせるまちづくり 

 

     

 

１貧困をなくそう あらゆる場所、あらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

３すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する 

 

４質の高い教育をみんなに 
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保
し、生涯学習の機会を促進する 

 

５ジェンダー平等を実現しよう 
ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力
強化を行う 

 

８働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完
全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用
を促進する 

 

10人や国の不平等をなくそう 各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

16平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、全ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度
を構築する 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 計画の内容 
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【関連施策】 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

基本的方向１．男女共同参画に関する意識の浸透 

２ 情報の収集と提供の充実 

４ 制度や慣習の見直しに向けた啓発 

５ 男女共同参画に関する講座の実施 

基本的方向２．男女共同参画教育の充実 

８ 保護者への啓発 

第４章 計画の内容 

１ 重点的取組 

第４次行橋市男女共同参画プランの推進にあたり、これまでの取組や市民意識調査結果を

踏まえて、審議会による検討と提案に基づき、以下の３項目を今後５年間の重点的に取り組む

べき項目とします。 

 

１．実感を伴う市民への啓発活動の推進 

市民意識調査では、男女の地位については、社会全体や「社会通念・慣習・しきたり」におい

て男性優遇と考える人は７割に上りました。法律の整備が進んでも、現実生活では「男が先、女

は後」というような男性が優遇される慣習は根強いといえます。国の第５次男女共同参画基本

計画では、多くの若い女性が都会へ移動する理由として、固定的性別役割意識が根強い地元

の就労環境を上げています。基本法が施行され３０年以上たち、市においても意識啓発を進め

てきましたが、慣習を変える意識改革が今こそ重要となっています。 

男女共同参画に関心の高い層だけではなく、関心の薄い層や次世代を担う若者、企業・団体

の経営者や管理職等を含め、多様な対象に合わせた適切な広報活動を展開します。家庭や地

域など生活の場に意識の変革を広げるために、男女共同参画について意見交換の場を作るな

ど実感を伴った啓発を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．誰もが活躍できるまちづくり  

２０２０年(令和２年)に社会福祉法が改正され、誰もが安心して共生できる地域福祉の基盤

として地域社会の活性化が求められています。国連「障害者の権利に関する条約」第６条には 

障がいのある女性が、女性であることと障がいがあることで「複合的な差別」を受けている点を

配慮して権利保障することや障害のある女性たちが力を発揮できる環境づくりが重要であると

されています。外国籍の女性など複合差別を受ける女性も増えてきています。地域で生活を営む



 

２６ 

【関連施策】 

基本目標Ⅲ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

基本的方向１．ワーク・ライフ・バランスの推進 

（行橋市女性活躍推進計画） 

基本的方向２．女性の就労支援（行橋市女性活躍推進計画）  

人々の多様化が進み、地域社会の意思決定の場に様々な立場を配慮した意見の反映が求めら

れ、女性が地域の決定の場に参画する必要性は高まっています。しかし、地域においては男性が

優遇される慣習が依然として残っています。 

住みやすい地域づくりのために、地域の区長や役員などに対して、男女共同参画についての

最新の情報を提供するとともに多様な立場の住民が地域で活躍できるよう、地域全体の意識

啓発を進めます。 

 

 

【関連施策】 

基本目標Ⅱ だれもが平等に参画できるまちづくり 

基本的方向１．政策方針決定過程への女性の参画拡充 

（１）各種審議会などへの女性の参画拡充 

        基本的方向２．地域社会における男女共同参画の促進 

基本目標Ⅳ 一人ひとりが認め合い、安心して暮らせるまちづくり 

基本的方向４．多様な人々への安全・安心な生活の支援  

 

 

３．ワーク・ライフ・バランスと女性の就労支援との両輪で進める女性活躍の推進 

女性の働き方について、結婚や出産に関わらず「ずっと職業をもっている方がよい」と考える

人が増加しており、女性の職業生活への参画には肯定的になっていますが、共働き家庭の７割

で依然として「家事」は妻の役割となっており、男性の家庭参画は進んでいません。 

「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２４」では、女性の所得向上・経済的自立に向け

た取組の一層の推進として「仕事と育児・介護の両立の支援」が掲げられ、女性の育児負担の

偏りの解消と合わせて育児・介護とキャリア形成との両立が性別に関わらず必要とされています。 

本計画は行橋市女性活躍推進計画として位置づけられています。女性活躍推進のために、ワ

ーク・ライフ・バランスの実現と女性のセカンドキャリアにも活用できる就労支援に関わる施策を

両輪として実施していきます。 
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2 施策の方向と内容 

  

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

 

施策の基本的方向１ 男女共同参画に関する意識の浸透 

男女共同参画社会の実現のためには、固定的な性別役割分担意識を払拭し、多様な価値観

や生き方が尊重されることが不可欠です。行橋市条例第１３条では「市は、市民が男女共同参画

についての関心と理解を深めることができるように、必要な教育及び学習の機会を提供する。」

「市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置

を講ずる。」と定められています。 

市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」という考え方に対しては８割が否定しています。しか

しながら、男女の地位の平等感については、「社会通念、慣習、しきたり」に対して７割以上が『男

性優遇』と感じており、男女間での不平等感は根強く残っている現状がうかがえます。固定的な性

別役割分担意識が払拭されつつあるとしても、社会通念やしきたりといった暗黙のルールに根付く

男性優遇の慣習が改善されるような、生活に根付いた場での意識啓発が求められます。 

そのために、市報、ホームページや情報誌などの発行物、リーフレットや地域への出前講座など、

年齢や生活の状況に合わせてＳＮＳや動画配信等の多様な媒体を活用して、効果的な啓発活動

を推進します。 

市民とともに企業へも情報提供をいっそう充実していきます。「行橋市条例」や「男女共同参画

を推進する日・月間」の周知を進めます。また、市民に対しては男女共同参画意識の向上を目的と

した講座を開催し、事業者に対しては、指名登録時を活用して男女共同参画の推進状況を調査し、

さらなる啓発を進めます。 

 

 

基本的施策(1)市民の意識を深める啓発の推進  

NO 事業内容 担当課 

1 

広報やホームページ

を利用した啓発活動

の推進 

市報やホームページ、男女共同参画センター情報

誌を活用し、効果的でわかりやすく男女共同参画

に関する情報を提供し啓発していきます。 

また、人権リーフレット、出前講座等を通じて、年代

や性別に応じた啓発を進めます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

生涯学習課 

2 
情報の収集と提供の

充実 

男女共同参画に関する県や市の各種セミナーや

イベント、市の現状など様々な情報を収集して提

供していきます。また、男女共同参画関連の図書

や資料の収集を充実し、市民とともに企業への情

報発信に取り組みます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

生涯学習課 

 

 



 

２８ 

NO 事業内容 担当課 

3 
男女共同参画に関す

るイベントなどの開催 

男女共同参画を推進する日・月間に庁舎や公民

館やコスメイトなど公共施設に懸垂幕やのぼりを

設置して市民への周知を図ります。また、る～ぷる

フェスタの開催による市民への周知を充実します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

４ 
制度や慣習の見直し

に向けた啓発 

男女共同参画の視点に立って、家庭、地域、職場

などの制度、慣習、慣行についての見直しに向け

て市民や地域などへの啓発、情報提供に努めま

す。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

 

基本的施策(2)男女共同参画に関する学習機会の提供 

NO 事業内容 担当課 

５ 
男女共同参画に関す

る講座の実施 

「人権教育・啓発基本計画」に基づく研修や男女

共同参画センターで開催する各種講座を通して、

市民の男女共同参画意識の高揚と性別による差

別を含めたあらゆる差別の解消を目指します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

 

 

 

 

【参考資料】 

図表 4－１「男は仕事、女は家庭」という考え方について［全体、性別］（前回調査比較）(再掲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

 

 

 

 

 

前
回
調
査

令
和
元
年

今
回
調
査

性
別

2.0

3.1

1.3

-

12.6

11.5

13.3
-

18.4

15.8

20.8
-

62.3

65.5

59.7

83.3

3.9

3.1

4.3

16.7

0.9

0.9

0.6

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答・該当

しない（N=6）

6.2

8.6

4.3

14.5

16.4

13.2

22.2

20.4

23.6

50.6

47.6

53.0

4.5

5.5

3.8

1.9

1.5

2.1

全 体

（N=930）

男 性

（N=322）

女 性

（N=530）

肯定派 否定派

そう

思う

どちらかと

いえばそう

思う

どちらかと

いえばそう

思わない

そう

思わない
無回答わから

ない

性
別

14.6

14.6

81.3

80.5

- 83.3

14.6 80.7

20.7

25.0

72.8

68.0

17.5 76.6
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図表４－２「社会通念、慣習、しきたり」における男女の地位の平等感［全体、性別］ 

（前回調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

  

今
回
調
査

前
回
調
査

令
和
元
年

25.0

18.3

29.8

16.7

49.7

51.2

48.9

50.0

8.8

15.5

4.1
-

1.1

1.6

0.9

-

0.4

0.9

-

-

13.0

11.2

13.9

33.3

2.0

1.2

2.4

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答・該当

しない（N=6）

24.1

13.6

31.9

50.1

54.9

46.6

11.8

17.6

7.5

1.8

3.3

0.8

0.3

0.3

0.4

9.2

8.6

9.6

2.6

1.8

3.2

全 体

（N=930）

男 性

（N=397）

女 性

（N=530）

性
別

性
別

男性の方が

優遇されて

いる

どちらかといえば

男性の方が

優遇されている

平等で

ある

どちらかといえば

女性の方が

優遇されている

わから

ない

女性の方が

優遇されて

いる

無回答

74.2

68.5

11.8

17.6

78.5 7.5

男性優遇
計

平等で
ある

69.5

78.7

15.5

4.1

66.7 -

女性優遇
計

2.5

0.9

-

2.1

3.6

1.2

74.7 8.8 1.5



 

３０ 

施策の基本的方向 2 男女共同参画教育の充実 

行橋市条例第１３条第３項では「市は、基本理念に関する市民の理解を深めるため、幼児教育

（保育所、幼稚園）、学校教育（小学校、中学校）、社会教育、その他の教育活動にかかわる者に

対して適切な支援を行う。」と定められています。国の第５次男女共同参画基本計画第１部基本

的方針には、共働き家庭が多数派となっている現状にも関わらず「主たる稼ぎ手は男性である」と

いう固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みが働き方や暮らし方の変革に大きな障壁と

なっていることを指摘し、このような意識が幼少の頃から長年にわたり形成されないよう、幼少期か

ら性別に基づく固定観念を生じさせないことが重要としています。次世代を担う子どもたちが、性別

にとらわれることなく、自分の可能性や関心に沿った将来を選択できるような支援を行うことも重要

となります。 

市民意識調査では、男女共同参画を進めていくために、学校教育の場で力を入れることとして、

一人ひとりの個性や人権意識を学ぶことが最も高くあげられていました。幼児期の教育・保育や学

校教育の場だけでなく、家庭においてもジェンダーにとらわれない男女共同参画の意識を高めて

いく必要があります。 

男女共同参画の意識を醸成する教育や保育が実施できるよう、保育所や幼稚園、学校に情報

提供を行います。また、幼児期の教育や保育に携わる人たちや、小学校や中学校の教職員に研修

を実施して啓発を進めるとともに、保護者対しても様々な機会を活用して男女共同参画について

のさらなる意識啓発を行います。 

 

 

基本的施策(1)教育現場における男女共同参画の推進 

NO 事業内容 担当課 

6 

就学前の保育におけ

る男女共同参画の推

進 

男女共同参画に関する情報提供を行い、男女共

同参画の視点に立った保育を促進します。 
子ども支援課 

7 
学校教育における男

女共同参画の推進 

男女共同参画の視点に立った教育指導計画書に

基づき児童生徒への教育を推進し、男女共同参

画意識および人権尊重意識の向上を図ります。 

指導室 

8 保護者への啓発 

ＰＴＡ研修や意見交換等を通じて保護者に対して

男女共同参画に関する情報提供や啓発を行いま

す。 

子ども支援課 

指導室 

生涯学習課 

9 教職員研修の実施 

保育所・幼稚園、小中学校に対して県や市で実

施する男女共同参画に関する研修等の情報提供

を行い、参加を促進します。 

子ども支援課 

人権政策課 

指導室 
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基本的施策(2)個性と能力に応じた進路指導の促進 

NO 事業内容 担当課 

10 
性別にとらわれない

進路指導 

児童生徒が性別による役割分担意識にとらわれ

ることなく、多様な職業や進路を選択できるよう、

一人ひとりの能力や個性を活かした進路指導を

行います。 

指導室 

 

【参考資料】 

図表４－３男女共同参画を進めていくために、学校教育の場で力を入れること［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりの個性や人権を尊重することを学ぶこと

生徒指導や進路指導において、性別にかかわり無く
能力を活かせるよう配慮すること

働くことの意味や多様な働き方などについての学習
や職場体験を行うこと

家庭や家族の多様なあり方について学ぶこと

発達段階に応じた性教育や性に関する指導を実施
すること

管理職（校長や教頭）に女性を増やすこと

教職員に対して男女平等などの研修を行うこと

ＰＴＡなどと連携して、男女平等教育への理解と協力
を深めること

その他

無回答

65.9 

44.8 

44.8 

35.6 

24.9 

18.3 

17.6 

5.7 

1.7 

2.2 

65.5 

45.7 

43.2 

36.6 

18.3 

19.6 

16.8 

6.5 

2.2 

2.2 

66.1 

44.6 

46.4 

35.6 

29.4 

17.2 

18.2 

5.4 

1.3 

2.1 

66.7 

33.3 

16.7 

16.7 

33.3 

16.7 

-

-

16.7 

-

0 45 90 （％）

【回答は３つまで】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）



 

３２ 

基本目標Ⅱ だれもが平等に参画できるまちづくり 

 

施策の基本的方向１ 政策方針決定過程への女性の参画拡充 

国の第５次男女共同参画基本計画では、２００３年（平成１５年）に掲げた「社会のあらゆる分

野において、２０２０年（令和２年）までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程

度となる」という目標を達成できなかったことへ大きな危機感を示しています。経済の成長力からも、

国民一人ひとりの幸福（well-being）向上の点からも、決定の場への女性の参画は日本の課題

とされるからです。 

行橋市条例第１１条では市は、政策の決定過程への女性の参画を高めるため、市の審議会等

の委員選出に当たっては、男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の１０分の４未満とならな

いよう努めなければならない」と定められています。しかしながら、２０２３年（令和５年）４月１日現

在、行橋市の審議会等における女性委員の割合は25.7％と県内の市平均(37.3%)及び町村平

均(28.8%)より低く、条例の目標値１０分の４（４０％）には達していない状況です。 

市民意識調査では、ＰＴＡや子ども会の会長、自治会長等地域の役職として就任を依頼された

場合に女性は約８割が「断る」と回答しています。それらを断る理由としては、「知識や経験の面で

不安があるから」「責任が重いから」が上位に上がっています。 

子育て・教育、介護・保健・医療、防災等の様々な分野において、行政への支援ニーズが複雑

化・複合化しています。こうした支援を要する当事者に関わる機会は女性に多いと考えられることか

ら、女性が政策方針決定過程の場へ参画することは、当事者の意見を反映した支援につながり、

より質の高い行政サービスの提供が可能となります。女性の知識不足や経験不足への不安を解

消し、政策方針決定過程への女性の参画を拡充していくために、女性リーダー育成の支援及び女

性リーダー研修などの情報提供をいっそう進め、政策方針決定過程への女性の参画を促進してい

きます。 

 

基本的施策(1)各種審議会などへの女性の参画拡充 

NO 事業内容 担当課 

１１ 
各種審議会などへの

女性の積極的登用  

審議会・委員会などの委員への女性の参画を促

進し、積極的な登用を進めます。女性委員の登用

に向けて「女性人材バンク」の活用を進めます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

全課 

1２ 
女性リーダーの育成

支援 

県などで実施する「女性リーダー研修」等に関す

る情報提供を行い、参加費用の一部を助成して、

研修参加を支援し、女性リーダーを育成します。 

また、市で開催する人権研修や女性学級などへの

参加を促進して、女性リーダーの育成に努めます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

生涯学習課 
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【参考資料】 

図表４－４役職、公職への就任や立候補を依頼された場合の対応［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ会長・
子ども会育成

会長

自治会長・
町内会長

職場の管理職

県や市町村の
審議会や

委員会の委員

市町村長や
地方自治体の

議員

性
別

性
別

0.9

0.6

1.1

-

13.2

14.0

12.4

16.7

35.9

37.0

35.8

16.7

44.6

42.9

45.5

66.7

5.5

5.6

5.2

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

1.0

1.6

0.6

-

11.3

15.5

8.8

-

36.9

38.8

35.6

33.3

46.6

40.1

51.1

66.7

4.2

4.0

3.9

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

積極的に

引き受ける

なるべく

引き受ける

なるべく断る 絶対に断る 無回答

性
別

5.0

7.1

3.4

-

25.4

30.7

22.1

16.7

32.9

31.7

34.1

16.7

30.3

23.3

34.5

66.7

6.5

7.1

5.8

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

1.7

1.9

1.7

-

17.6

23.0

14.2

-

33.7

33.5

33.7

33.3

41.1

36.0

44.6

66.7

5.9

5.6

5.8

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

1.1

0.9

1.3

-

10.6

15.5

7.3

-

30.1

32.9

27.9

33.3

52.7

45.3

58.2

66.7

5.5

5.3

5.4

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

引き
受ける計

断る
計

14.6

13.5

79.9

81.3

16.7 83.4

14.1 80.5

17.1

9.4

78.9

86.7

- 100.0

12.3 83.5

37.8

25.5

55.0

68.6

16.7 83.4

30.4 63.2

24.9

15.9

69.5

78.3

- 100.0

19.3 74.8

16.4

8.6

78.2

86.1

- 100.0

11.7 82.8
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図表４－５役職、公職への就任や立候補を断る理由［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

図表４－６地域活動で女性の積極的な参画をすすめるために必要なこと［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査」  

 

責任が重いから

知識や経験の面で不安があるから

時間的な余裕がないから

こうした役職に興味がないから

人間関係がわずらわしいから

経済的な余裕がないから

家族の同意が得られないから

性別によって不利・不当な扱いを受けそうだから

その他

無回答

54.2 

50.6 

43.9 

42.9 

32.9 

15.2 

5.7 

5.3 

8.1 

0.6 

44.8 

45.1 

43.0 

45.5 

36.5 

14.8 

6.9 

2.2 

7.2 

1.1 

61.4 

54.7 

44.9 

41.1 

30.6 

15.2 

4.9 

7.5 

8.9 

0.2 

16.7 

50.0 

33.3 

50.0 

33.3 

16.7 

-

-

-

-

0 40 80 （％）

【回答はいくつでも】

全 体（Ｎ=718）

男 性（Ｎ=277）

女 性（Ｎ=428）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）

家族が家事・子育ての分担をする

子育てや介護を支援するための施設を
充実させる

さまざまな立場の人が参画しやすいよう、
活動時間帯等を工夫する

女性自身が積極的に参画する意識を持つ

男性中心の社会通念や慣習を改めるための
啓発活動を実施する

女性のリーダーを養成するための講座や
セミナーを開催する

女性の参画は必要と思わない

その他

無回答

51.3 

49.7 

39.5 

22.0 

21.3 

11.1 

3.2 

2.5 

4.0 

51.2 

44.7 

38.8 

24.2 

28.0 

12.7 

2.2 

3.1 

4.0 

51.9 

53.0 

40.3 

20.6 

17.2 

10.1 

3.6 

2.1 

3.6 

50.0 

66.7 

16.7 

-

16.7 

-

16.7 

-

-

0 35 70 （％）

【回答は３つまで】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）
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施策の基本的方向２ 地域社会における男女共同参画の促進 

地域社会で男女共同参画を実現し、多様性が反映された豊かな生活の場としていくためには、

地域社会のあらゆる意思決定の場に住民同士が対等な立場で参画し、多様な考え方を生かして

いくことが大切です。 

近年の大規模災害の発生や感染症の流行から、すべての人の生活が脅かされる状況にあって

は、配慮を必要とする立場にある人々がより深刻な影響を受けることが明らかになりました。非常時

に社会的に弱い立場におかれる人々に適切な支援が届くよう、平常時から地域社会の意思決定

の場における男女共同参画の重要性を啓発していかなければなりません。 

市民意識調査によると、「地域活動の場で男女が平等である」と回答した人の割合は２７．５％

で、『男性優遇』と感じている人の３７．０％を下回り、前回調査からの経年でみても変化はあまりみ

られません。男女共同参画の視点で防災に備えることとして、「備蓄品について女性や介護者、障

がい者の視点を入れる」「避難所運営の基準などをつくり、女性や子どもが安全に過ごせるように

する」は高く、女性においてより認識は高い傾向にありました。 

地域活動の場において、女性の決定の場への参画がさらに促進されるよう、地域の役員を対象

に男女共同参画の重要性について意識啓発を進めていきます。また、誰もが対等なパートナーとし

て方針決定の過程へ参画できるよう、地域団体、市民団体などへの活動支援を充実します。 

男女共同参画の視点を取り入れた地域の防災体制の整備に向けて、「避難所運営マニュアル」

を見直し、自主防災組織や消防団など地域の防災活動への女性の参画がいっそう促進するよう

図ります。 

 

基本的施策(1)地域団体における女性の方針決定過程への参画拡充 

NO 事業内容 担当課 

1３ 

自治会などの地域団

体役員への女性参画

促進 

出前講座や新任区長研修などで地域への男女

共同参画の啓発活動を推進し、地域活動への女

性の参画を促進します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

14 
団体・グループの育

成支援 

男女共同参画センターに登録した団体・グループ

の活動と団体間のネットワークづくりを支援し、る

～ぷるフェスタなど連携して活動を行います。 

また、新たな団体・グループの把握に努めて活動

を支援していきます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

 

基本的施策(2)男女共同参画の視点による防災対策の推進 

NO 事業内容 担当課 

１５ 

男女共同参画の視点

による防災体制の 

確立 

「避難所運営マニュアル」の見直しを行い、男女

共同参画の視点による具体的な取組を進めます。 

また、市の防災体制に女性を配置し、災害時の多

様なニーズに対応した支援を行います。 

防災危機管理室 

消防本部 

1６ 
地域の防災活動への

女性参画の拡大 

区長会や新任区長研修、出前講座等で防災活

動への女性の参加について講話を行い、地域の

防災活動や啓発活動への女性の積極的な参画

を図ります。また、女性消防団員や女性防災士の

地域の防災活動への参画を図ります。 

防災危機管理室 

消防本部 



 

３６ 

【参考資料】 

図表４－7「地域活動・社会活動の場」における男女の地位の平等感［全体、性別］（前回調査比較）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

図表４－8 災害に備えるために必要なこと［全体、性別］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

 

今
回
調
査

前
回
調
査

令
和
元
年

11.0

5.3

14.6

16.7

35.1

31.7

38.4
-

27.5

38.5

20.0

16.7

3.6

5.6

2.1

-

1.0

1.6

0.6

-

19.4

15.8

21.5

66.7

2.4

1.6

2.8

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答・該当

しない（N=6）

10.8

4.3

15.5

32.2

30.5

33.4

34.7

45.6

26.8

4.4

5.3

3.8

0.6

0.3

0.9

14.6

12.1

16.4

2.7

2.0

3.2

全 体

（N=930）

男 性

（N=397）

女 性

（N=530）

男性の方が

優遇されて

いる

どちらかといえば

男性の方が

優遇されている

平等で

ある

どちらかといえば

女性の方が

優遇されている

わから

ない

女性の方が

優遇されて

いる

無回答

43.0

34.8

34.7

45.6

48.9 26.8

男性優遇
計

平等で
ある

37.0

53.0

38.5

20.0

16.7 16.7

女性優遇
計

7.2

2.7

-

5.0

5.6

4.7

46.1 27.5 4.6

性
別

性
別

備蓄品について女性や介護者、障害者の
視点を入れる

避難所運営の基準などをつくり、女性や
子どもが安全に過ごせるようにする

日頃からのコミュニケーション・地域での
つながりを大切にする

女性も男性も防災活動や訓練に取り組む

避難所の運営に女性も参画できるようにする

市の防災会議や災害対策本部に女性の委員・
職員を増やす

日頃から男女平等、男女共同参画意識を
高める

防災や災害現場で活動する女性のリーダーを
育成する

その他

特にない

無回答

49.1 

38.1 

36.1 

34.2 

23.3 

22.9 

13.2 

8.2 

0.6 

5.6 

2.2 

42.9 

31.7 

33.2 

37.6 

26.4 

26.4 

17.4 

9.9 

0.6 

7.1 

2.8 

53.4 

42.7 

38.0 

32.2 

20.8 

20.6 

10.7 

7.3 

0.6 

4.5 

1.5 

66.7 

66.7 

33.3 

-

33.3 

16.7 

-

-

-

16.7 

-

0 35 70 （％）

【回答は３つまで】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）
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基本目標Ⅲ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

 

施策の基本的方向１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

(行橋市女性活躍推進計画) 

本計画は、「女性活躍推進法」に基づく市の基本計画と位置づけられています。「女性活躍・男

女共同参画の重点方針２０２４」が２０２４年（令和６年）６月に決定され、その４つの柱の一つに、

「仕事と育児・介護の両立の支援」が掲げられています。そこでは、女性の職業生活の参画を推進

するためには、女性への育児負担の偏りの解消と性別に関わらず育児・介護とキャリア形成との両

立が求められ、国は、柔軟な働き方の推進や男性の育児休業取得を促進するとされています。 

行橋市条例第６条第１項では事業者の責務が定められ、「男女が、職場における活動に対等に

参画する機会を確保するよう努めるとともに、職業生活と家庭生活とを両立して行うことができる

職場環境を整備するよう努めなければならない。」と定められています。本市においては、「子ども・

子育て支援事業計画」に基づき、性別に関わりなく子育てと仕事や地域活動など他の活動とを両

立できるよう施策を進めてきました。２０２５年度（令和７年度）からは「こども計画」として、これま

での施策が引き継がれます。 

市民意識調査では、「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」の優先度について、男性は希望では

「仕事と家庭生活をともに優先」が高く、現実では「仕事を優先」が最も高くなっており、男性のワ

ーク・ライフ・バランスは実現されにくい状況がうかがえます。実現するための条件整備として「短時

間勤務制度などの柔軟な勤務制度の導入」「育児休業や介護休業中の経済的支援」「家事、子

育て、介護、地域活動などに男女が共に参加しやすい職場づくり」が求められていました。 

市内の事業所や市民に対して、女性活躍推進の視点から男性が家事や育児、介護に参画する

重要性への理解が浸透するよう講座等で啓発を進めるとともに、育児・介護休業制度などの利用

を促進し、働き方の見直しを推進します。また、市の「こども計画」や「老人保健福祉計画・介護保

険事業計画」がワーク・ライフ・バランスの実現に資するよう、男女共同参画の視点で充実を図りま

す。市民が主体的に子育てや介護への支援に関われるようボランティアを育成します。さらに保護

者が講座や学習会に参加しやすいよう、託児の体制を充実します。 

 

基本的施策(1)ワーク･ライフ･バランスの普及・啓発 

NO 事業内容 担当課 

１７ 

ワーク・ライフ・バラン

スに関する啓発の推

進 

すべての人が仕事と生活の調和がとれるワーク・

ライフ・バランスについて、市民、事業所に対して広

報やホームページ、講座の開催など様々な方法で

啓発を行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

生涯学習課 

１８ 
働き方の見直しに向

けた啓発の推進  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のと

りやすい、多様な働き方を選択できるよう、介護・

看護・育児休暇や育児休業制度、有給休暇など

の取得促進について啓発し、働き方の見直しのた

めの取組を進めます。 

子ども支援課 

総務課 

企業立地課 

 



 

３８ 

基本的施策(2)ともに担う育児・介護等の支援体制の充実 

NO 事業内容 担当課 

１９ 
子ども・子育て支援の

充実 

「こども計画」に基づき、子どもの成長への支援と

ともに子育て家庭への様々な子育て支援サービス

を充実します。 

子ども支援課 

2０ 介護支援の充実 

「老人保健福祉計画・介護保険事業計画」に基

づき、介護教室や高齢者相談支援センターの相

談体制の充実等、男女共同参画の視点を持って

介護支援体制の充実を図ります。 

介護保険課 

2１ 
ボランティアの育成支

援 

託児ボランティアグループによるボランティア育成

を支援します。また、脳トレや体力測定サポーター

講座を通してボランティアを育成します。 

子ども支援課 

介護保険課 

2２ 
講座や研修への託児

実施 

託児ボランティアを確保し、市で主催する講座な

どの開催時には必要に応じて配置できるよう検討

します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

関係課 

 

【参考資料】 

図表４－9「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」の優先度の希望と現実［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

希
望

現
実

（
現
状

）

性
別

4.0

5.9

2.4

16.7

25.8

25.2

26.2

16.7

3.5

4.7

2.4

16.7

25.3

25.8

25.3

16.7

3.1

3.4

3.0

-

11.2

11.8

10.9

-

18.7

15.8

20.6

33.3

8.5

7.5

9.2

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

性
別

23.5

27.0

20.6

33.3

23.5

19.3

26.8

33.3

3.7

5.6

2.4

-

23.2

21.4

24.7

16.7

3.2

3.7

3.0

-

7.0

7.8

6.4

-

7.2

7.8

6.7

16.7

8.6

7.5

9.4

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

「仕事」を

優先

「家庭生活」を

優先

「地域・個人の

生活」を優先

「仕事」と

「家庭生活」を

ともに優先

「仕事」と

「地域・個人の

生活」をともに

優先

「家庭生活」と

「地域・個人の

生活」をともに

優先

「仕事」と「家庭生活」

「地域・個人の生活」を

ともに優先

無回答
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図表４－10「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」を両立するための条件整備［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－11 男性の育児休業・介護休業取得について［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

男
性
の

介
護
休
業

男
性
の

育
児
休
業

性
別

性
別

47.4

49.7

45.7

50.0

33.9

32.0

35.4

33.3

4.7

6.5

3.6

-

1.9

1.9

1.9

-

6.7

6.2

6.9

16.7

5.4

3.7

6.4

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

55.3

55.3

55.4

66.7

30.5

31.1

30.3

16.7

1.7

2.8

1.1

-

0.9

0.9

0.9

-

6.4

6.2

6.2

16.7

5.2

3.7

6.2

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

とる
計

とらない
計

81.7

81.1

8.4

5.5

83.3 -

81.3 6.6

86.4

85.7

3.7

2.0

83.4 -

85.8 2.6

とる方がよい どちらかといえば

とる方がよい

どちらかといえば

とらない方がよい

とらない方が

よい
無回答わからない

短時間勤務制度や時間単位の有給休暇などの
柔軟な勤務制度の導入

育児休業や介護休業中の経済的支援の充実

家事、子育て、介護、地域活動などに男女が
ともに参加しやすい職場づくり

育児休業や介護・看護休暇などの
休業・休暇制度の充実

介護施設や介護サービスの充実

男性の育児休業や看護・介護休暇などの
取得を促進する職場づくり

世間一般における男性の仕事中心の生き方、
考え方を改める

保育所や放課後児童クラブの充実

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
推進の意義や必要性の普及

子育て・家庭生活のためにいったん退職した
人を優先的に雇用する制度の普及

男女の固定的性別役割分担意識の解消

先進的に取り組んでいる企業の表彰制度や
事例の紹介

その他

特にない

54.5 

42.2 

38.6 

38.0 

37.0 

27.3 

25.5 

24.8 

22.9 

21.5 

13.8 

6.0 

2.5 

3.4 

10.0 

52.2 

39.1 

34.8 

36.3 

36.0 

28.0 

26.4 

20.5 

25.5 

21.1 

9.6 

8.4 

2.5 

5.0 

56.9 

44.8 

41.8 

39.3 

38.0 

27.5 

24.7 

27.9 

21.2 

21.2 

16.5 

4.5 

2.1 

1.9 

33.3 

50.0 

33.3 

33.3 

33.3 

16.7 

33.3 

33.3 

-

50.0 

16.7 

-

33.3 

16.7 

0 35 70
（％）

【回答は５つまで】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 



 

４０ 

施策の基本的方向２ 女性の就労支援(行橋市女性活躍推進計画) 

「女性活躍推進法」では、正規雇用、非正規雇用といった雇用形態、自営業等の就業形態に関

わらず、働いている女性、これから働こうとしている女性を対象として、女性の採用や登用、能力開

発のための事業主の取組が求められています。また、国の第５次男女共同参画基本計画では、就

業を希望しながら育児や介護等を理由に求職していない女性は、国にとっての大きな損失である

とし、２０２２年（令和４年）には男女共同参画会議で「女性デジタル人材育成プラン」を決定し、

女性がデジタル就労によって育児介護との両立可能な働き方ができるよう環境整備を進めていま

す。 

行橋市条例第６条第１項の事業者の責務において、「男女雇用機会均等方」の遵守とともに、

その事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めなければならない」と定められています。 

 市民意識調査では、女性の働き方に対して、結婚や出産に関わらず就業を継続することを支持

する人が約６割で、この数年ではこの割合は上昇し続けています。一方、就業継続を支持しない人

の理由としては「仕事と家庭が両立できるために現在ある制度だけでは不十分」「仕事と家庭が

両立できる制度があってもそれを利用できる職場の雰囲気でない」が上位に上がり、女性の就業

継続のための環境整備の遅れが課題であることがわかります。 

今後、農業・漁業・商工自営業者に対しては、女性の労働を適切に評価し、積極的な経営への

参加促進と地位向上を図るために情報提供を続けていきます。雇用されている女性の就労支援と

して、労働に関する国や県などの相談窓口について情報を提供します。事業所に対しては女性の

就業継続可能な環境整備についての啓発を進めます。子育てや介護で就労を中断した女性が再

就職するために、国や県の制度や支援策などの最新の情報を提供していきます。 

 

 

基本的施策(1)働く場における男女共同参画の推進 

NO 事業内容 担当課 

２３ 

農業・漁業・商工自

営業への法や制度に

関する情報提供 

商工会議所や庁内各課の連携のもと労働に関す

る法や制度について資料を配布し、情報提供して

いきます。また、農業従事者に対しては、家族経営

協定の締結を促進していきます。 

商業観光課 

農林水産課 

２４ 

雇用・労働に関する

情報提供と相談体制

の充実 

県やハローワークなど関係機関と連携を図り、雇

用や労働に関する情報提供と相談体制を充実し

ます。また、パートタイマー、派遣労働者などの労働

環境の改善等について情報提供を行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

企業立地課 

2５ 

市内事業者への法や

制度に関する情報提

供 

労働条件の向上、働き続けるための労働環境の

整備等、女性が働きやすい職場環境整備等、国・

県や関係機関の様々な情報を市内の事業者に向

けて提供します。 

総合政策課 

男女共同参画センター

企業立地課 
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基本的施策(2)女性の再就職支援策の充実 

NO 事業内容 担当課 

２６ 
女性の再就職に関す

る情報提供 

国や県の関係各機関と連携し、再就職に関するセ

ミナーや合同会社説明会等を実施し、再就職の

ための情報提供を行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

企業立地課 

2７ 
就業支援及び起業支

援講座の開催 

関係機関との共催により就業のための資格取得

講座や起業支援講座を開催し、就業及び起業支

援を行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

企業立地課 

 

【参考資料】 

図表４－12 女性が職業をもつことについての考え方［全体、性別］（前回調査比較）(再掲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４－13 女性が職業をもち続けない方が良いと思う理由［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

今
回
調
査

前
回
調
査

令
和
元
年

60.1

61.5

58.8

83.3

0.9

1.2

0.6

-

1.0

1.9

0.4

-

29.9

25.2

33.9

-

0.5

-

0.6

16.7

5.4

7.8

3.9

-

2.2

2.5

1.7

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

ずっと職業を

もっている方が

よい

結婚するまでは

職業をもち、あとは

もたない方がよい

子どもができるまで

職業をもち、あとは

もたない方がよい

子どもができたら職業を

中断し、子どもの手が

かからなくなって再び

もつ方がよい

女性は職業を

もたない方が

よい

その他 無回答

性
別

52.5

51.4

53.2

1.4

1.8

1.1

1.6

2.0

1.3

38.5

39.0

38.1

1.0

1.5

0.6

2.7

1.5

3.6

2.4

2.8

2.1

全 体

（N=930）

男 性

（N=397）

女 性

（N=530）

性
別

仕事と家庭が両立できるために現在ある制度だけでは
不十分だから

育児休業などの仕事と家庭が両立できる制度が
あっても、それを利用できる職場の雰囲気ではないから

保育や介護などの施設が整ってないから

女性が働く上で不利な慣習などが多いから

女性は家事・子育て・介護に専念し、家庭を守るべき
だから

家族（夫など）の協力が得られないから

女性は定年まで働き続けにくい雰囲気があるから

女性の能力は正当に評価されないから

その他

40.5 

32.4 

17.0 

14.3 

13.5 

12.4 

6.2 

4.6 

14.3 

2.3 

44.0 

40.7 

17.6 

9.9 

19.8 

7.7 

5.5 

5.5 

7.7 

38.6 

27.7 

16.9 

16.9 

9.6 

15.1 

6.6 

4.2 

18.1 

-

-

-

-

100.0 

-

-

-

-

0 50 100 （％）

【回答は２つまで】

全 体（Ｎ=259）

男 性（Ｎ=91）

女 性（Ｎ=166）

回答しない・

該当しない（Ｎ=1）



 

４２ 

基本目標Ⅳ 
一人ひとりが認め合い 

安心して暮らせるまちづくり 
 

施策の基本的方向１ あらゆる人権侵害根絶への取組 

行橋市条例第５条第３項では「市民は、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バ

イオレンス等に対して勇気をもって訴え、弱者が泣き寝入りすることなくその根絶に向けて行動する

よう努めなければならない。」と市民の責務が定められています。また、第７条では「すべての人は、

性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、その他男女間

において相手方に身体的又は精神的苦痛を与える行為が人権を侵害する行為であることを認識

し、これを行ってはならない。」と定められています。近年、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメ

ントなどに加えカスタマーハラスメントのような新しいハラスメントも問題となっています。これらに対

しては、男女雇用機会均等法、働き方改革関連法などが改正され、防止に向けて法的整備が進ん

できました。困難女性支援法では、性暴力・性的被害や性的搾取により生活に困難を抱える女性

の支援が求められています。 

市民意識調査では、セクシュアル・ハラスメントを受けた人は、職場、地域活動、学校でそれぞれ

に一定の人数がありました。その内容としては、「「女のくせに」「女だから」「男のくせに」「男だか

ら」などと言う」」ジェンダー・ハラスメントや「容姿や年齢について話題にする」「性的な話や冗談

を聞かせる」などがあげられており、これらのハラスメントが性的人権侵害にあたるという理解が進

んでいない状況がうかがえます。 

今後とも、あらゆる場における各種ハラスメントや暴力、性犯罪などの人権侵害の重大さについ

て理解を深めるよう、職場や学校、地域へ幅広く情報提供を行い、広報・啓発を充実します。さらに、

被害者支援に向けて、関係機関との連携を深め、相談窓口の周知を図ります。 

 

基本的施策(1)性暴力・ハラスメントの根絶に向けた啓発の推進 

NO 事業内容 担当課 

２８ 
あらゆるハラスメント

防止のための啓発 

様々なハラスメントの防止のため、人権リーフレット

を活用し広報・ホームページなどで市民への広報

と啓発を行います。また、相談窓口について周知を

図ります。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

２９ 
性犯罪などの被害防

止に向けた啓発 

性犯罪の被害防止に向けて、学校・地域・警察な

どの関係機関と連携し、街頭キャンペーンやデート

ＤＶの出前講座、地域の見守り活動等に取り組み

ます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

人権政策課 

指導室 

3０ 
防止に向けた講座、

学習会などの実施  

事業主、労働者に対して、様々なハラスメント防止

の研修・講座を開催し、ハラスメントが人権侵害で

あることへの理解を促進し防止に努めます。また、

県からの資料により、研修を実施するなど学校に

おけるハラスメント防止に取り組みます。 

人権政策課 

指導室 
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ハラスメントは、力関係などを利用して、意に反した、不適切な言動を行うことで相手に不利益や 

損害を与えたり、個人の尊厳を損なう行為。 

 

○パワー･ハラスメント 

    職務上の地位や人間関係など組織における力関係の優位性を背景に、本来業務の適正な範囲を

超え、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。 

○モラル・ハラスメント 

    態度や言葉などにより継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な嫌がらせ・いじめ。 

○セクシュアル・ハラスメント 

    他の者の意に反し、他の者に不利益や不快感を与えるような、不適切な性的言動。 

    セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）に対する差別的言動も含まれる。 

○ジェンダー・ハラスメント 

    性別に関する固定観念や差別意識に基づくいやがらせ。性別という理由のみでの性格・能力の評価

や特定の役割の決めつけなどの差別的扱いをする言動。 

○マタニティ・ハラスメント 

    働く女性が妊娠・出産に関連して職場で受ける精神的・肉体的なハラスメント。 

働く男性への「パタニティ（＝父性）・ハラスメント」も問題となっている。 
 

 

【参考資料】 

図表４－14 セクシュアル・ハラスメントの経験［全体、性別］ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

ハラスメントとは 

容姿や年齢について話題にする

「女のくせに」「女だから」または
「男のくせに」「男だから」などと言う

交際関係や結婚・出産など、
プライベートなことを執拗に聞く

性的な話や冗談を聞かせる

宴会などでお酌やデュエットを
要求する

不必要に身体をさわる

性的な噂をたてる

交際をせまる

性的な関係をせまる

性的な内容の手紙やメールを
送ったり、電話をかけたりする

どれも受けたことがない

無回答

10.0 

6.4 

6.1 

5.7 

4.0 

2.7 

2.5 

1.2 

1.0 

0.9 

65.0 

18.4 

7.8 

6.8 

3.7 

4.3 

2.8 

1.6 

2.5 

1.6 

0.9 

0.9 

68.6 

18.0 

11.6 

6.2 

7.5 

6.9 

4.9 

3.4 

2.4 

0.9 

0.9 

0.6 

62.4 

18.7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 

-

0 50 100
（％）

【職場で】

3.9 

4.2 

1.7 

1.6 

2.0 

1.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

71.5 

21.4 

2.8 

3.1 

0.9 

1.2 

1.6 

0.6 

0.6 

0.3 

0.3 

0.6 

73.6 

21.1 

4.5 

4.9 

2.4 

1.7 

2.1 

1.3 

0.2 

0.4 

0.4 

0.2 

70.4 

21.2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 

-

0 50 100
（％）

【地域活動の場で】

2.2 

1.9 

0.4 

1.4 

0.2 

0.4 

0.6 

0.5 

-

0.7 

69.5 

27.3 

1.6 

2.2 

0.3 

0.6 

0.3 

-

0.3 

-

-

-

71.1 

26.1 

2.8 

1.7 

0.4 

1.9 

0.2 

0.6 

0.9 

0.9 

-

1.3 

68.7 

27.7 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0 

-

0 50 100
（％）

【学校にかかわる場

【回答はいくつでも】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）



 

４４ 

施策の基本的方向２ ＤＶ対策の充実（行橋市ＤＶ防止基本計画）  

本計画は、「配偶者暴力防止法」に基づく市の基本計画と位置づけられています。これまで、行

橋市条例第５条第３項に基づきＤＶ対策に取り組んできました。 

市民意識調査では、この５年間くらいで配偶者・パートナー、恋人から身体的暴力、性的暴力、

身体的暴力のいずれかについて「あった」と回答した人は、男性で７．５％、女性で１０．９％となって

います。暴力を受けたことがある人の相談先は身近な「家族や親戚」「友人・知人」が中心となって

いました。「どこ（誰）にも相談しなかった」人は５割強あり、相談しなかった理由として、「相談しても

むだだと思ったから」「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」「相談す

るほどのことではないと思ったから」などがあげられており、相談することをあきらめてしまっている

状況がうかがえました。 

ＤＶの加害者にも被害者にもならないように、また、身近な人からＤＶの相談を受けた際に適切に

対応できるように、ＤＶ防止のための教育や啓発を進め、特に若い世代にはデートＤＶへの認知を

高めます。配偶者等に対する暴力が児童虐待や高齢者虐待などと複合的に発生することを踏まえ、

市では庁内の連携と共に庁外の関係機関等とも連携して支援を行っています。 

今後は、関係機関との連携を深めるよう、相談窓口の周知や相談・保護体制をさらに充実して、

ＤＶ防止と被害者の包括的な支援に取り組みます。その際には、被害者の個人情報保護を徹底し

ます。また、庁内の多様な窓口がＤＶ被害者を発見する場となる可能性があるため、二次被害を与

えずに適切な支援へとつなぐよう、職員のＤＶ防止研修を実施します。 

 

基本的施策(1)ＤＶ防止のための教育・啓発の促進 

NO 事業内容 担当課 

3１ 
市民・関係機関への

広報・啓発 

市報やリーフレットにより市民へのＤＶ防止に向け

た啓発を行います。また、ＤＶ被害者への支援のあ

り方を学ぶ研修の実施とともに若い世代へのデー

トＤＶ防止講座やリーフレット配布等による啓発を

実施します。 

人権政策課 

総合政策課 

男女共同参画センター 

指導室 

子ども支援課 

 

基本的施策(2)ＤＶ相談体制と被害者の保護及び支援の充実 

NO 事業内容 担当課 

３２ 
相談体制の整備・充

実 

各種研修会への参加により相談員の資質向上を

図ります。また、関係機関との連携を図って相談体

制を充実・強化します。 

人権政策課 

子ども支援課 

３３ 
被害者への多様な支

援の充実 

関係課の連携により、被害者の自立に向けた就

労支援や経済的支援及び被害者やその子どもへ

の精神的支援などきめ細やかな支援を行います。 

人権政策課 

子ども支援課 

総合政策課 

男女共同参画センター 

３４ 
関係機関および庁内

での連携強化 

警察や人権擁護委員、県女性相談所、配偶者暴

力相談支援センター等の関係機関や関係課との

連携を強化し、ＤＶ被害者への迅速で適切な保護

や支援を行います。 

人権政策課 

子ども支援課 

総合政策課 

男女共同参画センター 
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NO 事業内容 担当課 

３５ 
関係職員のＤＶへの

理解促進 

関係職員へのＤＶに関する研修を充実して、ＤＶに

関する理解を促進し、二次被害の防止とともに被

害者への適切な対応を図ります。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

関係課 

３６ 個人情報保護の徹底 

早期発見から自立支援のあらゆる過程において、

被害者とその同伴家族の安全確保のため、個人

情報の厳重な保護を徹底します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

関係課 

３７ 性教育の推進 
性と身体に関する正しい理解を図るため、小・中

学生に対して性教育を実施します。 
指導室 

 

【参考資料】 

図表４－15 ここ５年間の配偶者・パートナーからの暴力の経験［全体、性別］(再掲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

図表４－16 配偶者・パートナーからの暴力についての相談先［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性
別

9.8

7.5

10.9

33.3

82.6

85.4

81.1

66.7

7.6

7.1

7.9

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

受けた

ことがある

まったくない 無回答

友人・知人に相談した

家族や親せきに相談した

警察に連絡・相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、
カウンセラー・カウンセリング機関、

民間シェルターなど）に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

人権擁護委員（人権相談窓口）に相談した

市役所や県の相談窓口に相談した

その他

どこ（誰）にも相談しなかった

36.7 

19.0 

5.1 

1.3 

1.3 

-

-

3.8 

51.9 

-

29.2 

-

4.2 

-

-

-

-

4.2 

75.0 

41.2 

29.4 

5.9 

2.0 

2.0 

-

-

3.9 

39.2 

50.0 

-

-

-

-

-

-

-

50.0 

0 40 80 （％）

【回答はいくつでも】

全 体（Ｎ=79）

男 性（Ｎ=24）

女 性（Ｎ=51）

回答しない・

該当しない（Ｎ=2）

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 



 

４６ 

図表４－17 セクシュアル・ハラスメントや暴力をなくすために必要なこと［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者が早期に相談できるよう、身近な
相談窓口を増やす

学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を
防止するための教育を行う

被害者の一時保護などの支援を充実する

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止する
ための教育を行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と
繰り返さないための教育を行う

職場における男女平等意識を徹底させる

メメディアを活用して、広報・啓発活動を
積極的に行う

被害者を発見しやすい立場にある警察や
医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、
イベントなどを行う

その他

特にない

60.1 

55.4 

51.8 

51.6 

43.2 

33.6 

30.4 

29.6 

16.1 

3.9 

3.4 

4.1 

51.6 

49.7 

41.3 

48.4 

35.1 

32.0 

33.2 

25.5 

17.4 

5.0 

4.7 

66.3 

59.4 

59.7 

53.9 

49.1 

34.3 

28.5 

32.4 

15.0 

3.2 

2.4 

50.0 

66.7 

33.3 

50.0 

33.3 

50.0 

16.7 

33.3 

-

-

16.7 

0 40 80 （％）

【回答はいくつでも】

全 体（Ｎ=803）

男 性（Ｎ=322）

女 性（Ｎ=466）

回答しない・

該当しない（Ｎ=6）
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施策の基本的方向３ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

行橋市条例第３条第１項第６号では「男女共同参画は、男女が互いの性についての理解を深

め、双方の意思が尊重されることにより、良好な環境の下に、安全な妊娠又は出産ができるように

すること及び生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすることを基本として、推進される

こと」とされ、いわゆるリプロダクティブ・ヘルツ＆ライツが条例の基本理念に掲げられています。性

と生殖に関わる自己決定は女性が自分らしい人生を生きるうえで欠かせない「基本的人権」です。

また、男性に特有の疾病もあり、例えば女性よりも生活習慣病の罹患率が高いなど性別によりそ

れぞれの健康課題があります。一人ひとりが生涯にわたって健康で充実した生活を送ることは、誰

もが自身の個性と能力を十分に発揮し、多様な分野に参画するための前提となります。 

市民意識調査では、「妊娠や性に関して、夫婦間や恋人との間等で合意できない場合には女性

の意思が尊重されるべき」と思わない人の割合は１３．２％あり、女性の性的人権に関する理解を

深める必要性が示されました。 

市では「行橋市地域保健計画」を策定し、関係各課との連携のもとそれぞれのライフステージや

性別に応じた健康管理の啓発と健康づくり支援を行っており、今後ともこれらを男女共同参画の

視点で充実させていきます。また、人権教育として発達段階に応じた性教育を推進し、性に関する

正しい知識の普及や啓発に努めます。 

  

 

基本的施策(1)ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

NO 事業内容 担当課 

３８ 
疾病予防や健康管理

の啓発の推進 

各種検診や健診結果による保健指導、健康づくり

をテーマにした講演会等を進めて、生涯を通じた

疾病予防や健康管理について啓発していきます。 

地域福祉課 

生涯学習課 

３９ 
ライフステージに応じ

た健康相談の充実  

健診結果による相談なと゛相談体制を充実して、

男女のライフステージに応じた健康づくりを支援し

ていきます。 

地域福祉課 

子ども支援課 

４０ 自殺予防対策の推進 
行橋市自殺対策計画に基づき、全庁による自殺

対策を推進していきます。 

地域福祉課 

子ども支援課 

 

基本的施策(２)リプロダクティブ・ヘルス＆ライツに関する理解の促進 

NO 事業内容 担当課 

４１ 

リプロダクティブ・ヘル

ス＆ライツに関する啓

発の推進 

性や妊娠・出産について、一人ひとりが互いの人

権を尊重しつつ正しい知識に基づき自己決定が

できるよう、市民への資料配布や記事の掲載など

様々な機会を通じて周知、啓発していきます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

地域福祉課 

４２ 
女性の心身の健康に

関する情報提供 

産前産後や更年期など女性のライフステージにお

ける心身の健康とその権利が尊重されるよう、施

策を充実します。 

地域福祉課 

子ども支援課 



 

４８ 

NO 事業内容 担当課 

３７ 性教育の推進(再掲) 
性と身体に関する正しい理解を図るため、小・中

学生に対して性教育を実施します。 
指導室 

 

【参考資料】 

図表４－18 妊娠や性に関する考え方［全体、性別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２４年（令和６年）行橋市「男女共同参画に関する意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠や性に関して、
夫婦・パートナー、恋
人との間で十分話し
合うべきである

妊娠や性に関して、
夫婦・パートナー、恋
人との間で合意でき
ない場合には、女性
の意思が尊重される
べきである

性
別

性
別

73.7

70.5

76.4

50.0

17.2

20.2

15.2

33.3

0.9

1.2

0.6

-

0.7

0.6

0.6

16.7

4.4

5.3

3.6

-

3.1

2.2

3.4

-

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

43.8

41.6

45.3

50.0

29.5

30.1

29.4

16.7

6.2

7.5

5.4

16.7

7.0

7.1

6.9

16.7

9.7

11.2

8.8

-

3.7

2.5

4.3

-

全 体

（N=803）

男 性

（N=322）

女 性

（N=466）

回答しない・

該当しない（N=6）

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう

思わない

わから

ない
無回答

思う
計

思わない
計

90.7

91.6

1.8

1.2

83.3 16.7

90.9 1.6

71.7

74.7

14.6

12.3

66.7 33.4

73.3 13.2
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施策の基本的方向４ 多様な人々への安全・安心な生活の支援 

近年、晩婚化・晩産化等を背景として育児期にある者（世帯）が親の介護も同時に引き受ける

という、「育児と介護のダブルケア」が新たな問題となっています。このように、暮らしの支援ニーズ

が複雑化・複合化し、日常生活や地域生活を営むことが困難な人が増加していることから、２０２０

年（令和２年）に社会福祉法が改正され、重層的な支援整備体制が市町村の地域福祉計画に位

置付けられました。さらに、困難女性支援法においても、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、予期せぬ

妊娠、ＤＶや虐待、孤立・孤独など、日常生活や社会生活を円滑に営む上で、困難な問題を抱える

女性については、年齢、障がいの有無、国籍等を問わず、性的少数者を含め、法による支援の対象

者とされており、ここでも重層的、包括的な支援が求められています。また、暴力の影響などで本来

の力が発揮できなくなっている対象女性が力を取り戻し、自立した生活ができるような支援が重要

とされ、一時的な保護、住宅の確保などが求められています。 

本市においては、これまで、高齢者や障がい者に関わる各個別計画に基づいて支援体制を整備

してきました。また、ひとり親家庭に対しては、各種情報提供や相談窓口の整備などで生活自立に

向けた支援を行い、外国人に対しては、多文化共生のまちづくりの推進など住みよい環境づくりを

進めてきました。今後も、これらの従来の取組を充実させるとともに、男女共同参画の視点や困難

な問題を抱える女性支援の視点で取り組みます。また、多様性を尊重し、県パートナーシップ宣誓

制度の導入を図り、ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティについて市民の理解を深めるよう啓発を進めま

す。 

 

 

基本的施策(1)高齢者・障がい者への安全・安心な生活の支援 

NO 事業内容 担当課 

４３ 
高齢者福祉施策の推

進 

「老人保健福祉計画・介護保険事業計画」「地

域福祉計画」に基づき、「地域支援事業」による

自立支援や「緊急通報システム」、「老人福祉電

話」等について周知を図り、高齢者の生きがいづ

くりと安全・安心な生活を支援します。 

介護保険課 

４４ 
障がい者・障がい児

福祉施策の推進 

関係機関と連携を図りながら、企業研修による障

がい者雇用への理解促進等就業支援や障がい

児の放課後デイサービスなど療育支援サービスを

充実します。また、作業療法士や言語聴覚士など

専門職と関係機関が連携し相談や教室を開催し

て療育が受けられるよう支援していきます。 

障がい者支援室  

子ども支援課 

４５ 相談体制の充実 

療育機関や医療機関などの関係機関と連携して

情報共有を図り、多様化する相談ニーズに対応す

る専門相談体制の充実強化を図ります。 

地域福祉課 

（社会福祉協議会）  

子ども支援課 

 

 

 

 



 

５０ 

基本的施策(2)多様な人々への自立支援の充実 

NO 事業内容 担当課 

４６ 
ひとり親家庭への自

立支援 

関係部署の連携により就職活動支援、保育所の

利用促進などを図り、ひとり親家庭の生活自立を

支援します。また、母子父子自立支援員及び女性

相談員の研修参加等など相談員の資質向上に

努めて、相談体制を充実していきます。 

生活支援課 

人権政策課 

子ども支援課 

４７ 
外国人の安全・安心

な環境づくり 

国際交流員を登用し多文化共生セミナー、日本

語教室への派遣など、市民との交流を図るととも

に、外国人にとって住みよい、安全・安心な環境づ

くりに努めます。 

市民相談室 

４８ 
多様な性のあり方へ

の理解の促進 

ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティについて市民の理

解を深めるために、人権リーフレットやる～ぷる情

報誌による情報提供、また、パートナーシップ宣誓

制度の導入を行い、周知・啓発を進めていきます。 

人権政策課 

総合政策課 

男女共同参画センター 
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計画の推進体制 
 

本計画で掲げる市の将来像「ともに支え 認め合い 誰もが活躍できるまち ゆくはし」の実現に向

け、市長を本部長とする「男女共同参画推進本部」を組織しています。 

行橋市条例第４条第１項には「市は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画社会の形

成の推進に関する施策（積極的格差是正措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施す

る責務を有する。」と市の責務が定められています。また、第２項では「市は、市民及び事業者が男女

共同参画の推進に理解を深めることができるよう情報の提供を行うとともに、国、県その他の地方公

共団体、市民及び事業者と相互に連携し、協力するよう努めなければならない。」と定められています。

これらの規定に基づき、市民や各種団体および事業者との連携のもと、庁内の推進体制の強化や、

各施策の実施状況の把握および審議会への報告などにより、計画を全庁的・総合的に推進していき

ます。 

 

１ 庁内推進体制 

(１）男女共同参画推進本部 

市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長、各部長により構成される。男女共同参画社

会の実現に係る基本方針や重要事項など、計画の総合的な推進を行う。 

 

(2)男女共同参画推進幹事会 

総合政策課長を幹事長とし、各課長により構成される。庁内における関係機関との連絡調       

整など、男女共同参画社会の実現に係る計画や施策等の具体的な推進を行う。幹事長は、専

門的事項について調査および検討するため、必要に応じて幹事会に部会をおくことができる。 

 

(3)男女共同参画推進委員会 

各部、外局機関、消防本部から推薦されたもので構成される。推進幹事会の補助機関として、

男女共同参画社会の実現に係る調査及び研究や啓発など、必要な事項の推進を行う。  
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◇計画の推進体制図 
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2 計画の推進に関する取組 

市においては、行橋市条例第９条に基づき市は総合的かつ計画的な推進を図るため男女共同

参画プラン策定し、進捗状況を管理してきました。 

行橋市男女共同参画センターる～ぷるでは、市民や事業者との協働による男女共同参画社会

の形成に関する取組拠点として活用されてきました。これらの実績に基づき、今後も機能の充実を

図ります。 

行橋市条例第１０条では「市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。」と

されており、市のすべての施策において男女共同参画の視点で実施されるよう目指しています。そ

のためには、全庁的な取組みが必要であることから男女共同参画推進本部において、施策を総合

的かつ効果的に推進する体制を強化していきます。行橋市条例第８条では公衆に表示する情報に

関する留意として、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント等を助長又は連想さ

せる表現を行ってはならないという規定があり、今後とも条例に基づいて適切な情報発信を進めて
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いきます。 

行橋市条例第１８条では「市は、男女共同参画社会の形成に関し、必要な調査研究を行う。」と

定められており、これまで市民や市職員に対する意識調査結果を施策に反映させており、今後も継

続します。また、条例に基づいて設置された苦情処理制度の下で、男女共同参画に関わる施策や

人権侵害に対しての市民からの苦情に適切に対応していきます。条例第１２条には市に対し就業

における模範的措置が求められています。また、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進

法に基づき、市としての特定事業主行動計画を策定しています。これらにのっとり、男女共同参画

についての積極的な職員研修、女性の職域拡大や管理職等への登用比率を高める施策を実施

します。 

 

基本的施策(1)推進体制の充実 

NO 事業内容 担当課 

１ 
男女共同参画センタ

ーの機能の充実 

プランの総合的な推進のため、拠点施設として誰

もが平等に参画できる男女共同参画センターの

充実に努めます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

２ 
推進体制の充実・連

携強化 

「男女共同参画推進本部」のもと、庁内各課が連

携して第４次プランの積極的推進を図ります。ま

た、国・県など関係機関と連携し、協力体制をつく

ります。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

全課 

３ 
男女共同参画審議

会の運営 

プランの実施状況について評価を行い、計画の見

直しなど、本市における男女共同参画社会の形

成に関する重要事項を調査・審議し、提言を行い

ます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

４ 
適切な情報発信の 

推進 

国の公的広報のガイドラインを活用し、市の様々な

広報や刊行物作成において男女共同参画の視

点を踏まえた情報発信を行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

全課 

５ 
苦情処理制度の周

知・活用促進 

男女共同参画に関する苦情処理機関である「男

女共同参画苦情処理委員」の周知を行い、市民

からの苦情へ適切に対応します。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

 

基本的施策(2)計画の進行管理 

NO 事業内容 担当課 

６ 
計画の進捗状況の評

価と報告 

各課との連携のもと、計画の各施策について進捗

状況を把握し、審議会による審議の結果を公表し

ます。また、定期的な事業の見直しにより施策の充

実を図ります。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

７ 市民意識調査の実施 

市民の男女共同参画に関する意識や実態を把握

するため、市民を対象とした意識調査を計画の見

直し時に行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

８ 
市職員等に対する意

識調査 

市職員等の男女共同参画に関する意識と実態を

把握するため、市職員を対象とした意識調査を定

期的に行います。 

総合政策課 

男女共同参画センター 



 

５４ 

基本的施策(３)行橋市役所次世代育成及び女性活躍推進行動計画の推進 

NO 事業内容 担当課 

９ 
男女共同参画研修の

実施 

市職員が男女共同参画に敏感な視点を養うこと

ができるように、新規職員、階層別職員に向けて

計画的な研修を実施します。また、県や関係機関

で実施する研修への職員参加に努めます。 

総合政策課 

男女共同参画センター 

総務課 

１０ 
女性職員の登用・参

画促進 

市職員の職務・管理職登用において、「行橋市役

所次世代育成及び女性活躍推進行動計画」に

基づき職場環境の整備や女性職員の育成に努

め、個人の意欲や能力に応じて女性職員の登用

を進めます。 

総務課 

全課 

１１ 相談窓口の充実 
市職員等へのハラスメントに関する相談窓口を周

知し、相談体制の充実を図ります。 
総務課 

１２ 
仕事と家庭の両立支

援制度の利用促進 

「行橋市役所次世代育成及び女性活躍推進行

動計画」に基づき、男性の育児休業取得の推進

等市職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た取組を進めます。 

総務課 

全課 
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 計画の着実な推進を図るためには、「いつまで」「何を（どう）するか」という成果指標を設定し、

その目標値をできるかぎり実現するよう努力していかなければなりません。そこで、本計画の目標年度

である２０２９年度（令和１１年度）を目標とし、各施策の実施について評価・改善・検討のための成

果指標を定めます。本計画では、第６次行橋市総合計画や行橋市特定事業主行動計画等の成果

指標とも整合性を図っています。 

 

 

基本
目標 

成果指標  単位 
目標値 

(令和 6 年度) 
達成値 

(令和 6 年度) 

目  標 
(令和 11 年度) 

Ⅰ 
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべ
き」という考え方に『そう思わない』
割合 

％ ７８．０ 80.7 85.0 

Ⅰ 
行橋市男女共同参画推進条例の
認知率(言葉も内容も知っている) 

％ １５．０ 5.6 １５．０ 

Ⅰ 
行橋市男女共同参画プランの 
認知率(言葉も内容も知っている) 

％ １８．０ 7.6 １８．０ 

Ⅰ 
「ジェンダー」の認知率 
(言葉も内容も知っている) 

% — 65.5 75.0 

Ⅱ 
男女共同参画センター登録 
団体数 

団体 １５以上  15 20 

Ⅱ 
審議会等に占める女性委員の 
割合（地方自治法第２０２条の３に
基づくもの） 

％ ４０．０以上  34.6 ４０．０以上 

Ⅱ 
「地域活動・社会活動の場」に 
おける男女の地位の平等感 

％ ４０．０ 27.5 ４０．０ 

Ⅲ 
「ワーク・ライフ・バランス」の 
認知率 

％ ４７．０ 47.3 50.0 

Ⅲ 職場での男女の地位の平等感 ％ ３０．０ 27.5 ３０．０ 

Ⅲ 女性の就労支援講座の参加率 ％ ― ― 100 

Ⅳ ＤＶ相談窓口の認知率 ％ ６８．０ 
男性 55.6  
女性 63.5 
全体 ５9.9 

６８．０ 

Ⅳ 
ＤＶについての相談「どこか（誰
か）に相談した」割合 

％ 6５．０ 48.1 6５．０ 

推進
体制 

市職員の管理職に占める女性の
割合 

％ １５．０以上  11.7 １５．０以上 

計画の成果指標 
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基本
目標 

成果指標  単位 
目標値 

(令和 6 年度) 
達成値 

(令和 6 年度) 

目  標 
(令和 11 年度) 

推進
体制 

男女共同参画センター る～ぷるの
認知率 

％ ５０．０ — ５０．０ 

推進
体制 

市職員男性の育児休業取得率 ％ １３．０以上 ４４％ １３．０以上 
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１ 行橋市男女共同参画を推進する条例 

平成15年12月24日条例第15号  

    〇行橋市男女共同参画を推進する条例  

目次 

前文 

第１章 総則（第１条～第８条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第９条～第22条） 

第３章 男女共同参画苦情処理委員（第23条～第27条） 

第４章 行橋市男女共同参画審議会（第28条） 

第５章 雑則（第29条） 

附則 

 

前文 

わたしたちの憲法は、個人の尊重と法の下の平等を定め、また国は、男女平等に向けた様々な施策を、

国際社会の取り組みとも連動させながら進めてきました。平成11年には、男女共同参画社会基本法が

制定されました。そこでは、すべての個人が性別にかかわりなく、互いにその人権を尊重しつつ責任を分

かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を、「21世紀の我が国社会を

決定する最重要課題」と位置づけています。 

男女共同参画とは、単なる「参加」ではなく、政治的、経済的、社会的及び文化的など社会のあらゆる

意思決定の場において、男女が自らの意思と責任を意識し、積極的に取り組むことを意味しています。 

行橋市は、男女共同参画プランを策定し、男女平等社会の実現をめざして様々な取り組みを進めてき

ました。しかし、男女の役割を性別によって固定的にとらえる考え方や習慣が、依然としてあらゆる分野に

根強く残っています。このような状況から、男女を問わず一人ひとりが自立した人間として個性や自主性

を尊重される社会を築くため、男女が社会のあらゆる分野に対等に参画し、共に支え合う社会を形成す

ることが緊急かつ重要な課題となっています。 

ここに行橋市は、男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにし、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進して、真の「男女共同参画社会・行橋市」の早期実現をめざすことを決意し、

この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女の人権が尊重され、性別に関わりなく、その個性と能力が充分に発揮できる男

女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、

男女共同参画の推進に関する施策について基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会

の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画  男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(２) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内に



 

５８ 

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者又は在学する者をいう。 

(４) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を行う個人、法人及び自治会・各種団体を

いう。 

(５) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方に不利益を与え、又はその生活環境を害する

ことをいう。 

(６) ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）  配偶者等の男女間における精神的、経済的、身体的又は言語

的な暴力及び虐待をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民、及び事業者は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、男女共同参画社会の形成

のため積極的に取り組まなければならない。 

(１) 男女が性別により差別的な取り扱いを受けることなく、一人の人間として個性や能力を十分に発揮

する機会が確保されるとともに、人権が尊重されること。 

(２) 「男は仕事、女は家庭」といった、男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行をなくすよ

うに努めること。 

(３) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に対等に

参画する機会が確保されること。 

(４) 教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育の場において、男女

共同参画を実現するための配慮がなされること。 

(５) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援によって、家族の一員としての役割を円滑に果

たし、家庭生活が、働くこと、学校に通うこと、地域活動をすることなどと両立できるよう配慮されること。 

(６) 男女共同参画は、男女が互いの性についての理解を深め、双方の意思が尊重されることにより、良

好な環境の下に、安全な妊娠又は出産ができるようにすること及び生涯にわたり健康な生活を営むこ

とができるようにすることを基本として、推進されること。 

(７) 男女共同参画の推進には、少子高齢化の諸問題及び特質を踏まえた配慮がなされること。 

(８) 男女共同参画社会の形成の推進が、国際社会における取り組みと密接な関係を有していることに

も配慮されること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に基づき、男女共同参画社会の形成

の推進に関する施策（積極的格差是正措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。 

２ 市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進に理解を深めることができるよう情報の提供を行うと

ともに、国、県その他の地方公共団体、市民及び事業者と相互に連携し、協力するよう努めなければな

らない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向け理解を深め、あらゆる分野におい

て、自ら積極的に参画するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

３  市民は、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等に対して勇気をもって訴

え、弱者が泣き寝入りすることなくその根絶に向けて行動するよう努めなければならない。  

（事業者の責務） 

第６条  事業者は、基本理念に基づき、積極的格差是正措置等により、男女が、職場における活動に対

等に参画する機会を確保するよう努めるとともに、職業生活と家庭生活とを両立して行うことができる

職場環境を整備するよう努めなければならない。 
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２  事業者は、基本理念に対する理解を深め、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

等に関する法律（昭和47年法律第113号）及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）を遵守するとともに、その事業活動に関し、男女共

同参画の推進に努めなければならない。 

３ 事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。  

４  事業者が、市と工事請負等の契約を希望し、業者登録をする場合、市は男女共同参画の推進状況

について報告を求めることができる。 

（人権侵害行為の禁止） 

第７条 すべての人は、性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレン

ス、その他男女間において相手方に身体的又は精神的苦痛を与える行為が人権を侵害する行為で

あることを認識し、これを行ってはならない。 

（公衆に表示する情報に関する留意）  

第８条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラ

スメント等を助長又は連想させる表現を行ってはならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画の推進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定める。 

(１) 総合的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱  

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 市長は、男女共同参画基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、行橋市男女共同参画審議会の

意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５  市長は、社会の情勢の変化等に対応するため、必要に応じて男女共同参画基本計画の見直しを図

らなければならない。 

６ 第３項及び第４項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第10条  市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

２ 市は、あらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合、市民及

び事業者と協力し、積極的格差是正措置等の改善措置を講ずるよう努めなければならない。  

（政策決定過程への女性の参画促進）  

第11条 市は、政策の決定過程への女性の参画を高めるため、市の審議会等の委員選出に当たっては、

男女いずれか一方の委員の数が委員の総数の十分の四未満とならないよう努めなければならない。  

（就業における模範的措置） 

第12条  市は、就業の場における男女共同参画推進の模範を示すため、次の各号を旨とした施策を講

ずるよう努めなければならない。 

(１) 女性職員の比率を高め、職域の拡大を図るとともに、能力開発等により管理職等への女性の登用

率を高めるための施策 

(２) 職員が、育児、介護等の家族的責任を果たすことを支援する制度を、性別にかかわりなく活用でき
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(３) 男女共同参画についての積極的な職員研修  

（市民の理解を深めるための措置）  

第13条 市は、市民が男女共同参画についての関心と理解を深めることができるように、必要な教育及

び学習の機会を提供する。 

２ 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講

ずる。 

３ 市は、基本理念に関する市民の理解を深めるため、幼児教育（保育園、幼稚園）、学校教育（小学校、

中学校）、社会教育、その他の教育活動にかかわる者に対して適切な支援を行う。 

（家庭、職域及び地域における活動への支援）  

第14条 市は、男女が固定的な性別役割にとらわれない対等な関係により、家庭、職域及び地域のあら

ゆる分野における活動の機会に平等に参画できるよう、必要な支援を行う。 

（家庭生活に関する措置） 

第15条  市は、家族を構成する男女が、性別に関わりなく、育児、介護その他の家庭における役割を協

力して担うことができるように、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（農林水産業及び自営商工業分野における推進）  

第16条  市は、農林水産業及び自営の商工業の分野において、方針の立案及び決定の場に男女が対

等な構成員として参画する機会を確保するため、必要な環境整備を行うよう努めなければならない。  

（男女共同参画の日・月間） 

第17条 市は、市民及び事業者が男女共同参画について広く理解を深め、男女共同参画に関する取り

組みへの意欲を高めるため、男女共同参画の日及び推進月間を設ける。 

２ 男女共同参画の日は６月第３土曜日とし、６月を推進月間とする。 

３ 市長は、男女共同参画の日に、男女共同参画に関して著しく功績のあったものを表彰することができ

る。 

（調査研究） 

第18条 市は、男女共同参画社会の形成に関し、必要な調査研究を行う。 

（国際的な協力のための措置） 

第19条  市は、男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な措置を図るため、海外

の諸地域との情報交換その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（推進体制の整備） 

第20条  市は、市民及び事業者とのパートナーシップによる実践、交流、研修及び啓発を進めるための

体制の整備に努めるとともに、市民及び民間の団体による男女共同参画社会の形成に関する取り組

みの拠点となる施設を設置する。 

（財政上等の措置） 

第21条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置等

を講じなければならない。 

（年次報告） 

第22条  市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明らかにする報告書を作

成し、公表しなければならない。 

第３章 男女共同参画苦情処理委員 

（苦情の処理） 

第23条  市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情、又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人

権が侵害された場合の事案について、市民（及び事業者）からの申出を適切かつ迅速に処理するた
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め、男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）を置く。 

２  市民（及び事業者）は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の

推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合、又は男女共同参画の推進を阻害す

る要因によって人権を侵害された場合には、規則で定める手続により苦情処理委員に申し出ることが

できる。 

（職務） 

第24条 苦情処理委員の職務は、次のとおりとする。 

(１) 前条第２項の規定に基づき苦情がある旨の申出があった場合において必要に応じて、前条第１項

の施策を行う機関（以下「機関」という。）に対し説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を

閲覧し、又はその写しの提出を求め、調査すること。 

(２) 前号の調査を行う場合、必要があると認めるときは、当該機関に出席を求め、事情を聴くこと。 

(３) 前２号の調査の結果、必要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置をとるように勧告

等を行うこと。 

(４) 前号の勧告等が行われた場合において、当該機関に改善がみられない場合、事情を聴取した上で、

正当な理由がないと認められるときは、その旨を公表すること。 

(５) 前条第２項の規定に基づき人権を侵害された旨の申出があった場合において、関係者に対し、その

協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要に応じて、出席を求めて事情を聴き、必要があると

認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うこと。 

（定数等） 

第25条 苦情処理委員の定数は、３人以内とし、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者の

うちから、市長が委嘱する。この場合において、男女いずれか一方の性で占めてはならない。  

２  苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員を

兼ねることができない。 

３ 苦情処理委員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、３期を限度とする。 

４ 補欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員

に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱する

ことができる。 

６ 市長は、苦情処理委員がその職務遂行上に必要があると認めた場合、苦情処理委員の職務を補助

する者を置くことができる。 

（責務） 

第26条 苦情処理委員及び補助する者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第27条 この章に定めるもののほか、苦情の処理に関し、必要な事項は規則で定める。 

 

第４章 行橋市男女共同参画審議会 

（審議会の設置） 

第28条 市に、行橋市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(１) 市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議し、及び意見を述べること。 

(２) 男女共同参画基本計画に基づき、市が実施する男女共同参画社会の形成に関する施策の実施

状況について意見を述べること。 
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(３) 前２号に掲げるもののほか、この条例の規定により、その権限に属させられた事務  

３ 審議会は、委員10人以内で組織する。 

４ 女性委員の数は、委員の総数の２分の１未満であってはならない。 

５  特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。臨時

委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、任務を終えるものとする。 

６ 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 事業者が推薦する者 

(３) 公募市民 

７ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 委員は、再任されることができる。ただし、２期までとする。 

９ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。  

第５章 雑則 

（委任） 

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

（行橋市男女共同参画推進会議設置条例の廃止）  

２ 行橋市男女共同参画推進会議設置条例（平成12年行橋市条例第１号）は、廃止する。 
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2. 行橋市男女共同参画を推進する条例施行規則 

○行橋市男女共同参画を推進する条例施行規則  

平成16年１月13日規則第１号 

改正 

平成28年３月22日規則第10号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 行橋市男女共同参画苦情処理委員（第２条―第12条） 

第３章 行橋市男女共同参画審議会（第13条―第18条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条  この規則は、行橋市男女共同参画を推進する条例（平成15年行橋市条例第15号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 行橋市男女共同参画苦情処理委員  

（職務の執行） 

第２条  条例第23条第１項に規定する男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委員」という。）

は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。 

２ 苦情処理委員は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものと

する。 

(１) 職務の執行の方針に関すること。 

(２) 職務の執行の計画に関すること。 

(３) その他苦情処理委員が合議により処理することを合議により決定した事項に関すること。 

（申出の方式） 

第３条 条例第23条第２項の規定による申出（以下この条、次条第１項、同条第３項、第５条、第６条及

び第11条において「申出」という。）は、苦情等申出書（様式第１号）により行うものとする。ただし、苦

情処理委員が当該申出書の提出ができない特別な理由があると認めるときは、口頭ですることができ

る。 

２ 前項ただし書きの規定により口頭の申出があったときは、苦情処理委員又は補助する者は、その内容

を聴取し、書面に記録するものとする。 

（調査しない申出） 

第４条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないもの

とする。 

(１) 判決、裁決等により確定した事項  

(２) 裁判所において係争中の事案及び審査庁において審査請求の審理中の事案に関する事項  

(３) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第
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113号）第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項  

(４) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項  

(５) 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項  

(６) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項  

２  苦情処理委員は、条例第23条第２項の人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害

があった日から１年を経過した日以降にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、

正当な理由があるときは、この限りでない。 

３ 苦情処理委員は、前２項の場合においては、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出を

した者に対し、苦情等申出に係る通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（調査開始の通知等） 

第５条  苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を苦情に係る施策を行う市の機

関（以下「機関」という。）又は関係者に対し、調査開始通知書（様式第３号）により通知するものとす

る。ただし、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。  

２  苦情処理委員は、条例第24条第１号の規定により、機関に対し、説明を求め、その保有する関係書

類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めるとき、又は同条第５号の規定により、関係者

に対し、資料の提出及び説明を求めるときは、説明等依頼書（様式第４号）により依頼するものとする。  

（調査結果等の通知） 

第６条 苦情処理委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を、速やかに当該申出をした者

に対し、調査結果等通知書（様式第５号）により通知するものとする。この場合において、条例第24条

第３号の勧告等、第４号の公表又は第５号の助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当

該申出をした者に通知するものとする。 

２ 苦情処理委員は、申出について調査が終了した場合において、条例第24条第３号の勧告等、第４号

の公表又は同条第５号の助言、是正の要望等を行わないときは、その結果を、速やかに、前条第１項の

規定により調査開始の通知をした機関又は関係者に対し、調査終了通知書（様式第６号）により通知

するものとする。 

（勧告等） 

第７条 条例第24条第３号の勧告等は、勧告等通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（公表） 

第８条 条例第24条第４号の規定による公表の方法は、行橋市公告式条例（昭和29年10月13日条

例第１号）に規定する掲示場への掲示及び市報ゆくはしへの登載によるものとする。 

（助言、是正の要望等） 

第９条 苦情処理委員は、条例第24条第５号の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当

該助言の趣旨及び内容を記載した文書の交付を求められたときは、助言書（様式第８号）により交付

するものとする。 

２ 条例第24条第５号の是正の要望等は、是正の要望等通知書（様式第９号）により行うものとする。  

（是正その他の措置の報告） 

第10条 苦情処理委員は、条例第24条第３号の勧告等を行ったときは、当該勧告等を行った機関に対

し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて、措置報告書（様式第10号）により報告を求める

ものとする。 
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（申出の処理の状況の報告等）  

第11条 苦情処理委員は、毎年度１回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書

を作成し、市長に提出するとともに、公表するものとする。 

（身分証明書） 

第12条 苦情処理委員は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す（様式第11号）の証明書を携

帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

第３章 行橋市男女共同参画審議会 

（会長及び副会長） 

第13条 条例第28条第１項に規定する行橋市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）に会長

及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第14条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半分以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第15条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。 

５ 第15条第３項の規定は、副部会長について準用する。 

（意見の聴取） 

第16条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができ

る。 

（庶務） 

第17条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

（委任） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月22日規則第10号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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3. 第１１期 行橋市男女共同参画審議会委員名簿 

任期：令和 6 年 7 月 14 日～令和 8 年 7 月 13 日    

（敬称略）    

氏     名 所 属 等 

【会長】 

（学識経験者） 

竹 中 知 華 子 

西日本工業大学デザイン学部情報デザイン学科 

准教授 

【副会長】 

（労働分野） 

目 原  弘 一 

安川電機 行橋事業所 所長 

（教育分野） 

山 内  辰 也 
長峡中学校 校長 

（家庭分野） 

中 村 律 子 
行橋男女共同参画ネット 会員 

（市民公募） 

三 輪  三 佐 子 
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４. 計画策定の経過 

年 月日 内 容 

令
和
６
年 

 ７月 12 日

（金） 
第１回 

１．委員自己紹介 

２．副会長選出 

〇議事 

（１）第４次行橋市男女共同参画プラン策定の趣旨と現在の 

プランについて 

（２）計画策定スケジュール 

（３）調査票案の検討 

（４）その他 

７月～８月  

〇男女共同参画に関する意識調査の実施  

令和６年７月１６日（火）～８月１３日（火）  

18 歳以上の市民２，０００人  

９月 26 日 

（木） 
第２回 

 １.会長・副会長選出 

〇議事 

（１）令和５年度行橋市男女共同参画センター事業実績  

（２）男女共同参画に関する国・県の動向  

（３）市民意識調査結果の概要  

（４）第４次プランの体系（前期及び修正案）  

（５）第４次プランの骨子案（前期及び修正案）  

（６）その他 

12 月 25

日 

（水） 

第３回 

〇議事 

（１）市民意識調査結果の総括  

（２）第３次プランの成果と課題  

（３）第４次プランの体系（修正案）の確認（第１章～第３章）  

（４）審議会委員意見記入表について 

（５）その他 

令
和
７
年 

１月 23 日 

(木) 
第４回 

〇議事 

（１）第４次プランの基本構想  

（２）行橋市の重点課題の検討（委員ワークショップ） 

（３）その他 

 ２月 1９日 

(水) 
第５回 

〇議事 

（１）第４次プラン第４章（施策の方向と内容）について 

（２）成果指標（案）の検討  

（３）その他 



 

６８ 

 

年 月日 内 容 

令
和
７
年 

２月  
〇パブリックコメントの実施  

  令和７年２月２１日（月）～３月５日（木） 

３月１９日

(水) 
第６回 

〇議事 

（１）パブリックコメント結果の報告  

（２）第４次行橋市男女共同参画プランの確定  

（３）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

６９ 

 

付
属
資
料 

５. 審議会委員ワークショップによる検討結果 

 行橋市の男女共同参画推進プラン推進のために、市の現状や今後の課題等について委員の皆さ

んが意見を出し合い、今後５年間で取り組むべき課題と推進する計画の施策を整理しました。  

 

◇行橋市における男女共同参画推進の課題とその背景・理由◇ 

 ●男女共同参画で良くなることが実感できる場づくり                           

課題 背景・理由 

実感しているのか、出来ているのか。 
課題を設定しているが、体感できていない。 

 

一朝一夕に変化するものではないだけに永遠
の課題であるが、多様な価値観、多様な視点で
物事を考えることが、結果としてより良い方向性
や結果につながることや、そのために男女はもと
より、年代や国籍、経験等、多様な環境、考え方
を異にする多様な人材で取り組むことが如何に
有効であるかを地域社会全体に実感として浸
透させることは、本質的な課題のように感じる。 

言葉としての周知・浸透や数字上の管理職登
用など時間の経過とともに、多様性の推進は形
式的には着実に進んでいるように思うが、昨今、
ＩＱよりＥＱの側面が注目されているように、年代
に関わらず、頭で理解するだけでなく、多様な価
値観や視点を持ち寄ることで、より良い結果に
つながった実体験、あるいはそうした体験を積
む場が不足していることが背景にあるように思
う。（これは行政だけでなく、社会全体の問題で
あるので、昨今多くの企業や行政ではマテリア
リティに設定して、サステナブルな取り組みに注
力している所だと思う。）  

  

◎関連施策 基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

基本的方向１．男女共同参画に関する意識の浸透 

基本的方向２．男女共同参画教育の充実 

 ●啓発、意識改革                                                  

課題 背景・理由 

1996 年から約３０年間しているのに、なぜ広ま
らないのか 

日本文化のせいだろうか。風習など女性は表に
出ず、男性をたてる、など言われてきたこともあ
る 

どんな時にこの男女共同参画に適応できるの
か、使えるのかわかりづらい 

この法律がどんな時やどんな人に適応できるの
か、使えるのかがわからない。判断しづらいので
広まらないのではないか 

男女共同参画の基本理念に基づく、実施した
ことの事案など、わかりやすく知りたい。（例など
で表現してほしい）  

もっとわかりやすくとは、文字だけでなく、こんな
場面のときなど、例にあげてもらえれば、もっと
頭に入るのではないか 

言葉が難しいので、やさしくわかりやすく推進し
ていく 

 

 



 

７０ 

◎関連施策 基本目標Ⅱ だれもが平等に参画できるまちづくり 

基本的方向１．政策方針決定過程への女性参画の拡充 

（１）各種審議会などへの女性の参画拡充 

基本目標Ⅳ 一人ひとりが認め合い,安心して暮らせるまちづくり 

基本的方向４．多様な人々への安全・安心な生活の支援  

  

 ●障がい者の参画                                                        

課題 背景・理由 

市民一人ひとりに男女共同参画推進の意味や
活動が理解されていない 

 

障がい者の方たちの参画を進める 

障がい者の支援があまり伝わっていない。 障がい者の方の男女共同参画の視点を入れる 

障がい者の差別解消＋男女共同参画  

 

◎関連施策 基本目標Ⅱ だれもが平等に参画できるまちづくり 

基本的方向２．地域社会における男女共同参画の促進 

 ●地域のまきこみ                                                         

課題 背景・理由 

地域は、そこで活動している区長にも男女共同
参画を知ってもらう、伝えてもらう 

 

区長など地域活動にも男女共同参画の理解を
すすめる 
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◎関連施策 基本目標Ⅲ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

基本的方向１．ワーク・ライフ・バランスの推進 

（行橋市女性活躍推進計画） 

基本的方向２．女性の就労支援（行橋市女性活躍推進計画） 

 ●ワーク・ライフ・バランス                                                

課題 背景・理由 

ワーク・ライフ・バランス表彰（事業所）  事業所との連携が薄い 

業績評価指標（ＫＰＩ） 業績評価（ＫＰＩ）の重要性  

共働き女性への両立支援が必要  

日本に合うやり方を探すのが大事  

男性の意識も変わってきている 
子育て支援は、女性、男性、全体に必要  

男性の育児休取得の推進  

 

 

◎関連施策 基本目標Ⅲ ともに支え合い活躍できる環境づくり 

基本的方向２．女性の就労支援（行橋市女性活躍推進計画） 

 ●女性の就労支援                                 

課題 背景・理由 

女性が活躍できる社会づくりが必要  女性の参画は難しいことを変える。 

市町村連携による推進 

女性の経済力向上が必要  

ニーズがある。 

女性のセカンドキャリア活用  

女性リーダー 

女性起業講座 
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６．関連法 

 

（1） 男女共同参画社会基本法 
 

平成 11年 6月 23日法律第 78号 

改正 平成 11年 7月 16日法律第 102号 

同 11年 12月 22日同 第 160号 

 

目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国

際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二

十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明

らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団

体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、

基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の

格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い

を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確

保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反

映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でな

い影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻

害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されな

ければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は

民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されることを旨として、行われなければなら

ない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員とし

ての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行われなければなら

ない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会にお

ける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければな

らない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同 

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びそ

の他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成に寄与するように努めなければならない。  
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（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを

国会に提出しなければならない。  

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共

同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけ

ればならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければ

ならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府

県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的

な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定め

るように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけ

ればならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講

じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために

必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害され

た場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講

じなければならない。  

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要

な調査研究を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換

その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協

力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同

参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。  

 

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」と

いう。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定

する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議す

ること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要がある

と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見

を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認め



 

７４ 

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述

べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者

のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であ

ってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は

調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明

その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。  

 

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。  

    （施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二

十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、

委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定

にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定め

る。 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十

三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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付
属
資
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（2）女子に対するあらゆる形態の差別の 

撤廃に関する条約 
 

 

この条約の締約国は， 国際連合憲章が基本的人権，人間

の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を

改めて確認していることに留意し，世界人権宣言が，差別は

容認することができないものであるとの原則を確認している

こと，並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり，

かつ，尊厳及び権利について平等であること並びにすべて

の人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言

に掲げるすべての権利及び自由を享有することができるこ

とを宣明していることに留意し，人権に関する国際規約の締

約国がすべての経済的，社会的，文化的，市民的及び政治

的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務

を負っていることに留意し，国際連合及び専門機関の主催

の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するため

の国際条約を考慮し，更に，国際連合及び専門機関が採

択した男女の権利の平等を促進するための決議，宣言及び

勧告に留意し，しかしながら，これらの種々の文書にもかか

わらず女子に対する差別が依然として広範に存在している

ことを憂慮し， 女子に対する差別は，権利の平等の原則及

び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり，女子が男

子と平等の条件で自国の政治的，社会的，経済的及び文

化的活動に参加する上で障害となるものであり，社会及び

家族の繁栄の増進を阻害するものであり，また，女子の潜

在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発する

ことを一層困難にするものであることを想起し，窮乏の状況

においては，女子が食糧，健康，教育，雇用のための訓練及

び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少

ないことを憂慮し，衡平及び正義に基づく新たな国際経済

秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確

信し，アパルトヘイト，あらゆる形態の人種主義，人種差別，

植民地主義，新植民地主義，侵略，外国による占領及び支

配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に

不可欠であることを強調し，国際の平和及び安全を強化し，

国際緊張を緩和し，すべての国（社会体制及び経済体制の

いかんを問わない。）の間で相互に協力し，全面的かつ完

全な軍備縮小を達成し，特に厳重かつ効果的な国際管理

の下での核軍備の縮小を達成し，諸国間の関係における正

義，平等及び互恵の原則を確認し，外国の支配の下，植民

地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利

及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土

保全を尊重することが，社会の進歩及び発展を促進し，ひ

いては，男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し，

国の完全な発展，世界の福祉及び理想とする平和は，あら

ゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参

加することを必要としていることを確信し，家族の福祉及び

社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女

子の大きな貢献，母性の社会的重要性並びに家庭及び子

の養育における両親の役割に留意し，また，出産における女

子の役割が差別の根拠となるべきではなく，子の養育には

男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であること

を認識し，社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子

の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に

必要であることを認識し，女子に対する差別の撤廃に関す

る宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのた

めに女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必

要な措置をとることを決意して，次のとおり協定した。  

 

第１部 

第１条 この条約の適用上，「女子に対する差別」とは，性に

基づく区別，排除又は制限であつて，政治的，経済的，社会

的，文化的，市民的その他のいかなる分野においても，女子

（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を

基礎として人権及び基本的自由を認識し，享有し又は行使

することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの

をいう。  

第２条 締約国は，女子に対するあらゆる形態の差別を非

難し，女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な

手段により，かつ，遅滞なく追求することに合意し，及びこの

ため次のことを約束する。 

 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法

令に組み入れられていない場合にはこれを定め，かつ，男女

の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段

により確保すること。 

 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法そ

の他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。 

 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎とし

て確立し，かつ，権限のある自国の裁判所その他の公の機

関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に

保護することを確保すること。 

 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差

し控え，かつ，公の当局及び機関がこの義務に従って行動

することを確保すること。 

 (e) 個人，団体又は企業による女子に対する差別を撤廃

するためのすべての適当な措置をとること。 

 (f) 女子に対する差別となる既存の法律，規則，慣習及び

慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立

法を含む。）をとること。 

 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を

廃止すること。  

第３条 締約国は，あらゆる分野，特に，政治的，社会的，経

済的及び文化的分野において，女子に対して男子との平等

を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有するこ

とを保障することを目的として，女子の完全な能力開発及

び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含

む。）をとる。  

第４条１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを

目的とする暫定的な特別措置をとることは，この条約に定義

する差別と解してはならない。ただし，その結果としていかな

る意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続ける

こととなってはならず，これらの措置は，機会及び待遇の平

等の目的が達成された時に廃止されなければならない。  

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（こ

の条約に規定する措置を含む。）をとることは，差別と解して

はならない。  



 

７６ 

第５条 締約国は，次の目的のためのすべての適当な措置

をとる。 

 (a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男

女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あら

ゆる慣行の撤廃を実現するため，男女の社会的及び文化

的な行動様式を修正すること。 

 (b) 家庭についての教育に，社会的機能としての母性に

ついての適正な理解並びに子の養育及び教育における男

女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。

あらゆる場合において，子の利益は最初に考慮するものとす

る。  

第６条 締約国は，あらゆる形態の女子の売買及び女子の

売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立

法を含む。）をとる。  

 

第２部 

第７条 締約国は，自国の政治的及び公的活動における女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

るものとし，特に，女子に対して男子と平等の条件で次の権

利を確保する。 

 (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並

びにすべての公選による機関に選挙される資格を有する権

利 

 (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに

政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務

を遂行する権利 

 (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機

関及び非政府団体に参加する権利  

第８条 

 締約国は，国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活

動に参加する機会を，女子に対して男子と平等の条件でか

ついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置

をとる。  

第９条１ 締約国は，国籍の取得，変更及び保持に関し，女

子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は，特に，外

国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が，自動的に

妻の国籍を変更し，妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強

制することとならないことを確保する。  

２ 締約国は，子の国籍に関し，女子に対して男子と平等の

権利を与える。  

 

第３部 

第１０条 締約国は，教育の分野において，女子に対して男

子と平等の権利を確保することを目的として，特に，男女の

平等を基礎として次のことを確保することを目的として，女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

る。 

 (a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職

業指導，修学の機会及び資格証書の取得のための同一の

条件。このような平等は，就学前教育，普通教育，技術教育，

専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓

練において確保されなければならない。 

 (b) 同一の教育課程，同一の試験，同一の水準の資格を

有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享

受する機会 

 (c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女

の役割についての定型化された概念の撤廃を，この目的の

達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励する

ことにより，また，特に，教材用図書及び指導計画を改訂す

ること並びに指導方法を調整することにより行うこと。 

 (d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

 (e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画

を含む。）特に，男女間に存在する教育上の格差をできる限

り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用

する同一の機会 

 (f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学

した女子のための計画を策定すること。 

 (g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 

 (h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的

情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受す

る機会  

第１１条１ 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，

特に次の権利を確保することを目的として，雇用の分野に

おける女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な

措置をとる。 

 (a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 

 (b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利 

 (c) 職業を自由に選択する権利，昇進，雇用の保障並び

に労働に係るすべての給付及び条件についての権利並び

に職業訓練及び再訓練（見習，上級職業訓練及び継続的

訓練を含む。）を受ける権利 

 (d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）

及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関

する取扱いの平等についての権利 

 (e) 社会保障（特に，退職，失業，傷病，障害，老齢その他

の労働不能の場合における社会保障）についての権利及

び有給休暇についての権利 

 (f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の

保護を含む。）についての権利  

２ 締約国は，婚姻又は母性を理由とする女子に対する差

別を防止し，かつ，女子に対して実効的な労働の権利を確

保するため，次のことを目的とする適当な措置をとる。 

 (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をして

いるかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止す

ること。 

 (b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い，かつ，従

前の雇用関係，先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わ

ない母性休暇を導入すること。 

 (c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への

参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的

な社会的サービスの提供を，特に保育施設網の設置及び

充実を促進することにより奨励すること。 

 (d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種

類の作業においては，当該女子に対して特別の保護を与え

ること。  

３ この条に規定する事項に関する保護法令は，科学上及

び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし，必要
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に応じて，修正し，廃止し，又はその適用を拡大する。  

第１２条１ 締約国は，男女の平等を基礎として保健サービ

ス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確

保することを目的として，保健の分野における女子に対する

差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。  

２ １の規定にかかわらず，締約国は，女子に対し，妊娠，分

べん及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合に

は無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄

養を確保する。  

第１３条 締約国は，男女の平等を基礎として同一の権利，

特に次の権利を確保することを目的として，他の経済的及

び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃す

るためのすべての適当な措置をとる。 

 (a) 家族給付についての権利 

 (b) 銀行貸付け，抵当その他の形態の金融上の信用につ

いての権利 

 (c) レクリエーション，スポーツ及びあらゆる側面における

文化的活動に参加する権利 

第１４条１ 締約国は，農村の女子が直面する特別の問題

及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役割

（貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。）を

考慮に入れるものとし，農村の女子に対するこの条約の適

用を確保するためのすべての適当な措置をとる。  

２ 締約国は，男女の平等を基礎として農村の女子が農村

の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受け

ることを確保することを目的として，農村の女子に対する差

別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし，特

に，これらの女子に対して次の権利を確保する。 

 (a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参

加する権利 

 (b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報，カウン

セリング及びサービスを含む。）を享受する権利 

 (c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

 (d) 技術的な能力を高めるために，あらゆる種類（正規で

あるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識

字に関するものを含む。）並びに，特に，すべての地域サービ

ス及び普及サービスからの利益を享受する権利 

 (e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じ

て得るために，自助的集団及び協同組合を組織する権利 

 (f) あらゆる地域活動に参加する権利 

 (g) 農業信用及び貸付け，流通機構並びに適当な技術

を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計

画において平等な待遇を享受する権利 

 (h) 適当な生活条件（特に，住居，衛生，電力及び水の供

給，運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利  

 

第４部 

第１５条１ 締約国は，女子に対し，法律の前の男子との平

等を認める。  

２ 締約国は，女子に対し，民事に関して男子と同一の法的

能力を与えるものとし，また，この能力を行使する同一の機

会を与える。特に，締約国は，契約を締結し及び財産を管理

することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるもの

とし，裁判所における手続のすべての段階において女子を

男子と平等に取り扱う。  

３ 締約国は，女子の法的能力を制限するような法的効果を

有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種類のい

かんを問わない。）を無効とすることに同意する。  

４ 締約国は，個人の移動並びに居所及び住所の選択の自

由に関する法律において男女に同一の権利を与える。  

第１６条１ 締約国は，婚姻及び家族関係に係るすべての事

項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし，特に，男女の平等を基礎として次

のことを確保する。 

 (a) 婚姻をする同一の権利 

 (b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意の

みにより婚姻をする同一の権利 

 (c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

 (d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいな

いかを問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる

場合において，子の利益は至上である。 

 (e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決

定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする

情報，教育及び手段を享受する同一の権利 

 (f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類す

る制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及

び責任。あらゆる場合において，子の利益は至上である。 

 (g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択

する権利を含む。） 

 (h) 無償であるか有償であるかを問わず，財産を所有し，

取得し，運用し，管理し，利用し及び処分することに関する

配偶者双方の同一の権利  

２ 児童の婚約及び婚姻は，法的効果を有しないものとし，

また，婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登

録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）

がとられなければならない。  

 

第５部 

第１７条１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するた

めに，女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。委員会は，この条約の効力発生

の時は１８人の，３５番目の締約国による批准又は加入の後

は２３人の徳望が高く，かつ，この条約が対象とする分野に

おいて十分な能力を有する専門家で構成する。委員は，締

約国の国民の中から締約国により選出するものとし，個人

の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては，委員の

配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形

態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。  

２ 委員会の委員は，締約国により指名された者の名簿の

中から秘密投票により選出される。各締約国は，自国民の

中から１人を指名することができる。  

３ 委員会の委員の最初の選挙は，この条約の効力発生の

日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は，

委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに，締約

国に対し，自国が指名する者の氏名を２箇月以内に提出す

るよう書簡で要請する。同事務総長は，指名された者のアル

ファベット順による名簿（これらの者を指名した締約国名を

表示した名簿とする。）を作成し，締約国に送付する。  
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４ 委員会の委員の選挙は，国際連合事務総長により国際

連合本部に招集される締約国の会合において行う。この会

合は，締約国の３分の２をもって定足数とする。この会合にお

いては，出席し，かつ投票する締約国の代表によって投じら

れた票の最多数で，かつ，過半数の票を得た指名された者

をもって委員会に選出された委員とする。  

５ 委員会の委員は，４年の任期で選出される。ただし，最初

の選挙において選出された委員のうち９人の委員の任期は，

２年で終了するものとし，これらの９人の委員は，最初の選

挙の後直ちに，委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。  

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は，３５番目の批准

又は加入の後，２から４までの規定に従って行う。この時に

選出された追加的な委員のうち２人の委員の任期は，２年

で終了するものとし，これらの２人の委員は，委員会の委員

長によりくじ引で選ばれる。  

７ 締約国は，自国の専門家が委員会の委員としての職務

を遂行することができなくなった場合には，その空席を補充

するため，委員会の承認を条件として自国民の中から他の

専門家を任命する。  

８ 委員会の委員は，国際連合総会が委員会の任務の重

要性を考慮して決定する条件に従い，同総会の承認を得て，

国際連合の財源から報酬を受ける。  

９ 国際連合事務総長は，委員会がこの条約に定める任務

を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供す

る。  

第１８条１ 締約国は，次の場合に，この条約の実施のため

にとった立法上，司法上，行政上その他の措置及びこれら

の措置によりもたらされた進歩に関する報告を，委員会によ

る検討のため，国際連合事務総長に提出することを約束す

る。 

 (a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から

１年以内 

 (b) その後は少なくとも４年ごと，更には委員会が要請す

るとき。  

２ 報告には，この条約に基づく義務の履行の程度に影響を

及ぼす要因及び障害を記載することができる。  

第１９条１ 委員会は，手続規則を採択する。  

２ 委員会は，役員を２年の任期で選出する。  

第２０条１ 委員会は，第１８条の規定により提出される報告

を検討するために原則として毎年２週間を超えない期間会

合する。  

２ 委員会の会合は，原則として，国際連合本部又は委員会

が決定する他の適当な場所において開催する。  

第２１条 

１ 委員会は，その活動につき経済社会理事会を通じて毎

年国際連合総会に報告するものとし，また，締約国から得た

報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有

する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性

格を有する勧告は，締約国から意見がある場合にはその意

見とともに，委員会の報告に記載する。  

２ 国際連合事務総長は，委員会の報告を，情報用として，

婦人の地位委員会に送付する。  

第２２条 専門機関は，その任務の範囲内にある事項に関す

るこの条約の規定の実施についての検討に際し，代表を出

す権利を有する。委員会は，専門機関に対し，その任務の範

囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提

出するよう要請することができる。  

 

第６部 

第２３条 この条約のいかなる規定も，次のものに含まれる

規定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影

響を及ぼすものではない。 

 (a) 締約国の法令 

 (b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国

際協定  

第２４条 締約国は，自国においてこの条約の認める権利の

完全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとるこ

とを約束する。  

第２５条１ この条約は，すべての国による署名のために開

放しておく。  

２ 国際連合事務総長は，この条約の寄託者として指定され

る。  

３ この条約は，批准されなければならない。批准書は，国際

連合事務総長に寄託する。  

４ この条約は，すべての国による加入のために開放しておく。

加入は，加入書を国際連合事務総長に寄託することによっ

て行う。  

第２６条１ いずれの締約国も，国際連合事務総長にあてた

書面による通告により，いつでもこの条約の改正を要請する

ことができる。  

２ 国際連合総会は，１の要請に関してとるべき措置がある

ときは，その措置を決定する。  

第２７条１ この条約は，２０番目の批准書又は加入書が国

際連合事務総長に寄託された日の後３０日目の日に効力

を生ずる。  

２ この条約は，２０番目の批准書又は加入書が寄託された

後に批准し又は加入する国については，その批准書又は加

入書が寄託された日の後３０日目の日に効力を生ずる。  

第２８条１ 国際連合事務総長は，批准又は加入の際に行

われた留保の書面を受領し，かつ，すべての国に送付する。  

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は，認められ

ない。  

３ 留保は，国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも

撤回することができるものとし，同事務総長は，その撤回を

すべての国に通報する。このようにして通報された通告は，

受領された日に効力を生ずる。  

第２９条１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の

紛争で交渉によって解決されないものは，いずれかの紛争

当事国の要請により，仲裁に付される。仲裁の要請の日か

ら６箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に

達しない場合には，いずれの紛争当事国も，国際司法裁判

所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することが

できる。  

２ 各締約国は，この条約の署名若しくは批准又はこの条約

への加入の際に，１の規定に拘束されない旨を宣言すること

ができる。他の締約国は，そのような留保を付した締約国と

の関係において１の規定に拘束されない。  

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は，国際連合事
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務総長にあてた通告により，いつでもその留保を撤回するこ

とができる。  

第３０条 

 この条約は，アラビア語，中国語，英語，フランス語，ロシア

語及びスペイン語をひとしく正文とし，国際連合事務総長に

寄託する。 

 以上の証拠として，下名は，正当に委任を受けてこの条約

に署名した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８０ 

（3）配偶者からの暴力の防止及び被害者 
の保護に関する法律 

 

 

平成 13年４月 13日 法律第 31号 

改正:令和元年６月 26日 法律第 46号 

最終改正：令和 5年 5月 12日 法律第 30号 
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我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重

大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ず

しも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の

被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難であ

る女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を

図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護

するための施策を講ずることが必要である。このことは、女

性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会におけ

る取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支

援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶

者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であ

って生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）

又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下こ

の項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」

と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対す 

る暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を

受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」

には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入るこ

とを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防

止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援するこ

とを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下こ

の条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一

項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民間

の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければ

ならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府

県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条にお

いて「都道府県基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方公

共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策
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の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町

村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町

村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談

支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすように

するものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること

又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介するこ

と。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心

理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、

被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第

八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安

全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の

促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報

の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報

の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若し

くは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、

その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当た

っては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努

めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な

援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者

の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、

関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関連する職務に従事する者その他の関係者（第五項におい

て「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下

「協議会」という。）を組織するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織すること

ができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を

図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対

する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行

うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料

又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事していた

者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）

を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談

支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなら

ない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認

められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支

援センター又は警察官に通報することができる。この場合に

おいて、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認

められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相

談支援センター等の利用について、その有する情報を提供

するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明

等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対

し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センタ
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ーが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、

必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百

六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百

三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、

被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発

生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警

察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長

は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者からの暴

力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申

出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者から

の暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定め

るところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」

という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四

号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母

子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百

二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自

立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっ

ては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りな

がら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職

員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとす

る。 

 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、

身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知し

てする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」と

いう。）を受けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一

項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者

からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶

者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号か

ら第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴

力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して一年間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住

居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先

その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接

近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算し

て一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる

行為をしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、

又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合

を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文その他

の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律

第八十六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。以

下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送

信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情

報を含む。以下この条において「通信文等」という。）をファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等

をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時

までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装置を用

いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を

催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に

置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り

得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害

する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得

る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信

装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情報活

用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一

項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において

同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で

定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）（同

号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含

む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記録・

送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法によ

り取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・
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送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取

り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報

記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で

定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達しない

子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

おいて単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶

者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っている

ことその他の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止

命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前

項第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五号に掲

げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファ

クシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならな

いことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上で

あるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他

被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害

者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以

下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において

「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱

暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害

者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なく

されることを防止するため必要があると認めるときは、接近

禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を

経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共

に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、

又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する

場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとす

る。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の

子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等

が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあって

は、その法定代理人の同意）がある場合に限り、することが

できる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」と

は、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけること及

び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）

をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関す

る法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規

定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を

行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、

内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を

加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同

じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十八条第一項に

おいて同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十

八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を

受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して二

月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用す

る建物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律第

百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をい

う。）の所有者又は賃借人が被害者のみである場合におい

て、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共

に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住

居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活

の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以

下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手方

の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないと

きは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄

する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が

行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄す

る地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項ま

での規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載し

た書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該

身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であ

った者からの身体に対する暴力等を受けたときにあっては、

当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受け

た状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に

対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受ける

おそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 
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三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第

十七条第三項及び第四項において「三項命令」という。）の

申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため当該三項命令を発する必要があると認めるに足

りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合に

あっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次

に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書

面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合であって、当該配偶者であった者から

の身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたとき

にあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対す

る暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における

事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に

対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次

に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員

の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五

号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる事項

の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第

四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事項につい

ての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治四十

一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受

けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第

四項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護

命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに

裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発することがで

きない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立

ての目的を達することができない事情があるときは、この限

りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条

第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場

合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は

当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若し

くは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置

の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場

合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者

暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人

から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職

員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた事項に関

して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼

出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対

する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対す

る期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、

期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不

遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者

が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したとき

は、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達

は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送

達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲

示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てその

他の申述（以下この条において「申立て等」という。）のうち、

当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により

書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四

項において同じ。）をもってするものとされているものであっ

て、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁

判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記

官に対してするものを含む。）については、当該法令の規定

にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子

情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立

て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることが

できる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立

て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関

する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみ

なして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。 
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３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がさ

れた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法

令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又は

名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同

じ。）をすることとされているものについては、当該申立て等

をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に

代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名

称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定す

るファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファ

イルに記録された情報の内容を書面に出力しなければなら

ない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その

他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又

はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもっ

てするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送

付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定を

する場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しに

よって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにそ

の旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警

視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは

保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る

第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三

号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所

書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、

当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セン

ター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支

援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職

員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最

も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するもの

とする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな

い。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があっ

たときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告につ

いての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停

止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する

間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる

場合において、第十条第二項から第四項までの規定による

命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力

の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てる

ことができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、

第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せら

れているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけ

ればならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停

止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、

裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通

知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するもの

とする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用す

る。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を

取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二

項から第四項までの規定による命令にあっては接近禁止命

令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後に

おいて、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生

じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これ

らの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命

令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同

様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が

前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合につ

いて準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた

日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が効

力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅

い日以後において、当該三項命令を発した裁判所に対し、

第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由と

して、当該三項命令の取消しの申立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消

しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かなければ

ならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即

時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生

じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から

第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた

退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と

共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害

者がその責めに帰することのできない事由により当該発せ
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られた命令の期間までに当該住居からの転居を完了するこ

とができないことその他の退去等命令を再度発する必要が

あると認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発す

るものとする。ただし、当該退去等命令を発することにより当

該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、

当該退去等命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適

用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事項」

とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同

項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十八条第一

項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは

「事項並びに第十八条第一項本文の事情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その

正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証

明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっ

ては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を

呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保

護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、

民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の

状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障

害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければなら

ない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるた

めに必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の

ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う

女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に掲げる

費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援セ

ンターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）

及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援

員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を

含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相

談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければならな

い。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が

前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号

及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担

するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の

十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの

規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をす

る関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手からの

身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身

体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消

した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者

について準用する。この場合において、これらの規定（同条

を除く。）中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者

からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

  被害者  

被害者（特定
関係者からの
暴力を受けた
者をいう 。以
下同じ。） 
特定関係者 

第六条第一項 

配偶者又
は配偶者
であった
者 

又 は特定関
係者であった
者 
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付
属
資
料 

第十条第一項から第
四項まで、第十条の
二、第十一条第二項
第二号及び第三項第
二号、第十二条第一
項第一号から第四号
まで並びに第二項第
一号及び第二号並び
に第十八条第一項 配偶者 特定関係者 

第十条第一項、第十
条の二並びに第十二
条第一項第一号及び
第二項第一号 

離婚をし、
又 は そ の
婚姻が取
り消された
場合 

第二十八条
の二に規定す
る関係を解消
した場合 

 

第二条 配偶者 第二十八条の二に規定する関係にあ

る相手（以下「特定関係者」という。） 

  被害者 被害者（特定関係者からの暴力を受

けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 特

定関係者又は特定関係者であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十条の二、第十一条第

二項第二号及び第三項第二号、第十二条第一項第一号

から第四号まで並びに第二項第一号及び第二号並びに第

十八条第一項 配偶者 特定関係者 

第十条第一項、第十条の二並びに第十二条第一項第一号

及び第二項第一号 離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合 第二十八条の二に規定する関係を解消した場

合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する

第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によ

るものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反し

て秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八条

第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条

第一項若しくは第二項（第二十八条の二において準用する

第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載

のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円

以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第二十

七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から

施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対

し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、

又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者

からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の

適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援セ

ンター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が

加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるも

のとする。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令

の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件につい

ては、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に

当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事

実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」とい

う。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（こ

の法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第十八条第一項の規定の適用については、同

項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を

目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 略 
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二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第

十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十

六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の

日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の

対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形

態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による

命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被

害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年

を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力

に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び

支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規

定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和五年五月一九日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正

する法律（令和四年法律第四十八号。附則第三条におい

て「民事訴訟法等改正法」という。）附則第一条第四号に

掲げる規定の施行の日 

（保護命令事件に係る経過措置） 

第二条 この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（以下「新法」という。）

第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日

（以下この条において「施行日」という。）以後にされる保護

命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされ

た保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例

による。 

２ 新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一

項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命令の

申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立

てについては、なお従前の例による。 

３ 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同

項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、施

行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件

については、なお従前の例による。 

（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過

措置） 

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四までの規定

は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適

用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事

訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法

第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十一

条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十

項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、

第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、

第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三

第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百

八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二

項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の

規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄

に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とある

のは、「第八十七条の二の規定を除く。）を準用する」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第

六十七号）の施行の日（以下この条において「刑法施行日」

という。）の前日までの間における新法第三十条の規定の

適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とす

る。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対

する同条の規定の適用についても、同様とする。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、

政令で定める。（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めると

きは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五三号） 抄 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布

の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、

同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、

同法第二十九条の改正規定（「の謄本」の下に「又は電磁

的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記

録」を加える部分を除く。）、同法第九十一条第一項第三号

の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、

同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正

規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条

の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第

十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三

十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯

罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正

規定、第四十五条の規定（民法第九十八条第二項及び第

百五十一条第四項の改正規定を除く。）、第四十七条中鉄

道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第

三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十

八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、

第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項

の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条

の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内

において政令で定める日 
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（4）女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律 

 

平成二十七年法律第六十四号） 

改正(令和元年六月法律第二十四号) 

最終改正：令和４年６月 17日 法律第 68号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・

第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的）  

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発

揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業

生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに

鑑み、男女共同参画社会基本法 （平成十一年法律第七

十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地

方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基

本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活に

おける活躍を推進するための支援措置等について定めるこ

とにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的

に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子

高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。  

（基本原則）  

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの

意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対す

る採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他

の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を

通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職

場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき

るようにすることを旨として、行われなければならない。  

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活

に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその

他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏

まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協

力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活にお

ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし

つつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整

備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続

的な両立が可能となることを旨として、行われなければなら

ない。  

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊

重されるべきものであることに留意されなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及

び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施しなければならない。  

（事業主の責務）  

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機

会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう

努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければ

ならない。 

  

第二章 基本方針等 

（基本方針）  

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施

するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならな

い。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。  

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向  

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項  

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における

活躍を推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。  
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５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

（都道府県推進計画等）  

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道府

県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。  

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市

町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町

村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。  

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方

針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画

及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次

項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関す

る指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定め

なければならない。  

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。  

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項  

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。  

 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等）   

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般

事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が百

人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。

以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。  

一 計画期間  

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標  

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期  

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的

地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のそ

の事業における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合において、前項

第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労

働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならな

い。  

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけれ

ばならない。  

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。  

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に

定められた目標を達成するよう努めなければならない。  

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人

以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事

業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを

変更したときも、同様とする。  

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。  

（基準に適合する一般事業主の認定）   

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取

組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労

働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。  

（認定一般事業主の表示等）   

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商

品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信そ

の他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第

一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める

表示を付することができる。  

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同

項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。  

（認定の取消し）   
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第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこと

ができる。  

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。  

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反した とき。  

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。  

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主

について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に

基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められ

た目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律

第百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者

及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二

十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当

該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働

省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うこ

とができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び第

七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならな

い。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り

消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の

公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基

づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者

の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事

業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定

法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項

及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主につ

いては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省

令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又

は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に

該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業

主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を

行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、

当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取

り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に

届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一項及

び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第

三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二

項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の

規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項

及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。こ

の場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募

集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四

十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、

又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従

事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」

と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集

受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条

第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提
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供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法につ

いて指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実

施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は

これらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般

事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又

は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施される

ように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指

針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければな

らない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女

性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業

生活における活躍を推進するために改善すべき事情につい

て分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければ

ならない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務

年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある

職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量

的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計

画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を

達成するよう努めなければならない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇

用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する

一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に

関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業

生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少

なくともいずれか一方を定期的に公するよう努めなければな

らない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事務及び事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけれ

ばならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生

活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資

する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他

の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に

応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その
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他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定

めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適

正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般

事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状

況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定

一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものと

する。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活

における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係

機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が講

ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講

ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活

躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織す

ることができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき

は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができ

る。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ること

により、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報

を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地

域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主

又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である

同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第

二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした

第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三

項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業

主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規

定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場

合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったとき

は、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十

五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働

大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一

部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。第三十五条 次の各号のい

ずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者

の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十

九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万

円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場

合を含む。）の規定に違反した者 
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二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十

一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附則 （抄） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三

章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第

六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定

は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事

していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の

規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る罰

則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定す

る日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に 

規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附則 

 （平成二九年三月三一日法律第一四号） （抄） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える

改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条

第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第

七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規

定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百

分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに

第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六

項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から

第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務

員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条

第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第

十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第

三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に

改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用

の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）

第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十

一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項

及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八

条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十

二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定

にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附則（令和元年六月五日法律第二四号）（抄） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改

正規定並びに次条及び附則第六条の規定公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない

範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 
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７．用語解説 

【あ 行】 

■アンコンシャス・バイアス（unconscious bias） 

人が、自分でも意識せずに持っている、特定の人や集団に対する偏見や偏った考え方のこと。無

意識であるために自覚して制御することが難しく、誤った評価や差別的な言動につながる場合が

ある。 

 

■ＳＤＧｓ（エス・デイー・ジーズ） 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、２０１５年（平成２

７年）の国連サミットで採択された。国連加盟１９３か国が２０３０年（令和１２年)までに達成する

目標として、「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載されている包括的な１７のゴール

（目標）とその下位目標である１６９のターゲットにより構成され、「経済」「社会」「環境」の三側

面を統合する取組みを行うもの。目標５に「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエン

パワーメントを図る」が掲げられている。。 

 

■Ｍ字型就労 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、３０歳代を谷とし、２０歳代後半と４０

歳代後半が山になるアルファベットのＭ字型を描き、日本の女性は子育てをしながら働き続けるこ

とが難しい状況をいう。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一

段落すると再び労働市場に参入するという特徴があるためである。 

 

■ＬＧＢＴQ 

Ｌ（レズビアン＝女性同性愛者）、Ｇ（ゲイ＝男性同性愛者）、Ｂ（バイセクシュアル＝両性愛者）、

Ｔ（トランスジェンダー＝出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる人）、Q(クエスチョニング=

性的指向や性自認が定まっていない、明確にしたくない人）の頭文字を並べた言葉。自分自身を

男女どちらとも認識しないＸ（エックス）ジェンダーや、他者に性的感情が向かないアセクシュアル

などを含め、性的少数者の総称の一つとして使われることもある。 

 

■エンパワーメント 

文化的、社会的、政治的、経済的状況によって、本来もっている能力や個性が発揮できない状況

にある人に対し、周囲の環境を整えて力を引き出せるようにすること。 

 

【か 行】 

■家族経営協定 

家族経営が中心の日本の農業が魅力ある職業となり、男女を問わず意欲を持って取り組めるよ

うにするために、経営内において家族一人ひとりの役割と責任が明確になり、それぞれの意欲と能
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力が十分に発揮できる環境づくりが必要であり、この実現のために、農業経営を担っている世帯員

相互間のルールを文書にして取り決めたもの。 

 

■苦情処理 

行政上の事項について不満を持つ関係者からの苦情の申出を、当該事項を所掌する機関又は

他の行政機関において受け付け、行政不服審査などとは異なる簡易、迅速・柔軟な方法で処理す

ること。男女共同参画社会基本法第１７条においては、国は、政府が実施する男女共同参画に関

する施策についての苦情の処理について必要な措置を講じなければならないとしており、各府省の

行政相談窓口など及び総務省の行政相談制度で対応しているが、地方公共団体では、第三者機

関を設置するなど地域の実情に照らして多様な手法が講じられつつある。 

 

■固定的性別役割分担 

男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けること。例として、「男は仕事・女は家

庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」などは固定的な考え方により、男性・女性の役割

を決めていること。 

 

■雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法) 

１９８６年（昭和６１年）４月に施行された。募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含

む）・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年解雇・

労働契約の更新について、性別による差別的取り扱いを禁止している。 

 

【さ 行】 

■ジェンダー（社会的性別） 

社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」や、性別に関する固定観念など、社会的・歴

史的につくられた性のありようを意味する。生物学的性別とされる「セックス（sex）」と対比的に用

いられることが多い。 

 

■ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI） 

世界経済フォーラム（World Economic Forum）が、各国における男女格差を測るジェンダー・

ギャップ指数により評価しているもの。この指数は、経済、教育、健康、政治の４つの分野のデータか

ら作成され、０が完全不平等、１が完全平等を意味している。２０２４年（令和６年）、日本は１４６か

国中１１８位と低い位置にとどまっている。 

 

■セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) 

性的いやがらせ。特に、職場などで行われる性差別的な言動を指し、相手の意に反した性的な

言動を行い、それに対する対応によって仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、それを繰り

返すことによって就業環境を著しく悪化させたりすることうぃう。 
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【た 行】 

■男女共同参画宣言都市 

男女共同参画宣言都市とは、地域を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む決意を表明し、

男女共同参画推進のための各種施策を重点的に展開している自治体（政令指定都市を除く市

町村）のことを指している。内閣府では、これらの都市が男女共同参画宣言都市となることを奨励

することによって、男女共同参画社会の実現に向けて気運を広く醸成することを目的とした「男女

共同参画宣言都市奨励事業」や宣言都市の首長が一堂に会し、意見交換などを行う「全国男女

共同参画宣言都市サミット」を開催している。 

 

■デートＤＶ 

交際中のカップル間に起こる暴力。暴力には、なぐる、けるといった身体的暴力だけでなく、精神

的な暴力、行動の制限などの社会的暴力も含まれる。 

 

■ドメスティック・バイオレンス(DV) 

配偶者や恋人、パートナーなど、親密な関係で起きる暴力のこと。身体的な暴力だけでなく、精

神的、経済的、性的暴力などを含む。 

 

【ま 行】 

■マイノリティ 

社会的少数者または社会的少数集団のこと。数的な少数派だけではなく、その社会の権力関係

において、その属性が弱い立場に置かれている場合も含む。 

 

【や 行】 

■ＵＮ Ｗｏｍｅｎ 

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) 

２０１０年（平成２２年）に、ジェンダー関係の国連４機関（国連婦人開発基金（UNIFEM），ジェ

ンダー問題事務総長特別顧問室（OSAGI）、女性の地位向上部（DAW）、国際婦人調査訓練研

修所（INSTRAW））を統合する新たな複合型機関として「ジェンダー平等と女性のエンパワーメ

ントのための国連機関」（国連女性機関（UN Women））の設立が国連総会で決議された。女

性・女児に対する差別の撤廃、女性のエンパワーメント、ジェンダー平等の達成を目的として、ジェ

ンダー分野における加盟国支援やジェンダーに関する取組の主導、調整、促進を行っている。 

 

【ら 行】 

■ライフステージ 

成長・成熟の度合いに応じた人生の移り変わりの段階をいう。一般的には、乳児期、幼児期、児

童期、思春期、成人期、壮年期、老年期などがある。 
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■リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ 

「性と生殖に関する健康と権利」のこと。１９９４年（平成６年）の国際人口・開発会議において

採択されたカイロ行動計画に取り入れられ、現在は個人、特に女性の人権の一つとして認識され

るに至っている。その中心課題には、身体的、精神的、社会的に良好な状態で、安全で満足な性生

活を営めること、子どもを産むか産まないか、産むとすればいつ、何人、どれくらいの間隔で産むか

を決定する自由、安全な妊娠・出産ができること、子どもが望まれて健康に生まれ育つこと等が含

まれている。 

 

【わ 行】 

■ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）  

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らの希望するバラン

スで展開できる状態をいう。仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがい

や充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子

育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされて

いる。 
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